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１　育児休業給付とは

第１１章　育児休業給付について

　少子化の急速な進行や女性の職場進出の進展が見られる現代において、労働者が
育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することによ
り、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設され、平成７年４月１
日から施行されました。また、男性の育児休業の取得の促進を図るとともに、男女
問わず仕事と育児を両立できる社会を実現することを目的として、育児・介護休業
法が改正され、令和４年10月１日から、育児休業の２回までの分割取得や出生時育
児休業（産後パパ育休）の取得が可能となり、これに対応した育児休業給付が受け
られるようになりました。（雇用保険法第61条の6～第61条の9）
　具体的には、被保険者の方が、１歳（一定の要件に該当した場合は１歳２か月。
さらに一定の要件に該当した場合は１歳６か月又は２歳。）に満たない子を養育す
るための育児休業（２回まで分割取得可）を取得し、一定の要件を満たすと「育児
休業給付金」の支給を受けることができます。
　また、子の出生後８週間の期間内に合計28日を限度に出生時育児休業（産後パパ
育休）を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を
受けることができます。
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２　育児休業給付の基本的な流れ

（以下の図は、事業主を経由して手続を行うという流れを示しています。）

①　出生時育児休業給付金（126ページ参照）を申請する場合

※　２回目以降の育児休業支給申請については次ページのフロー図と同様となります。

※　休業取得時に、あらかじめ退職が確定（予定）している場合は、支給の対象となりま

　　せん。

※　出生時育児休業を取得せず、育児休業を取得することも可能です。

出生日または出産予定日のいずれか早い日

出生時育児休業（産後パパ育休）開始（４週間（28日）以内の期間で２回に分割可能）

出生日または出産予定日のいずれか遅い日から８週間経過

（育児休業を取得する場合は以下に続く）

初回支給申請手続（休業開始日から４か月を経過する日の属する月の末日まで）

受給資格確認と出生時育児休業給付金支給申請を同時に手続（出生日（出産予定日

前に子が出生した場合は当該出産予定日）の８週間を経過する日の翌日から申請可

能となり、当該日から２か月を経過する日の属する月の末日まで）

育児休業開始（出生時育児休業期間終了後、出生時育児休業給付金支給申請書を提

出するまでの間に休業を開始することも可能です）
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２　育児休業給付の基本的な流れ
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（以下の図は、事業主を経由して手続きを行うという流れを示しています。） 

出産（男性の方は休業開始を申し出た期間の初日から支給対象期間となりうる）

産後８週間

退職 

受給資格確認手続 

（初回の支給申請を行う日まで）

退職日の属する期間の１つ前

の支給対象期間まで支給 

延長事由の届出とともに支給申請 

（ 最長２歳到達の前日まで） 

２回目以降の支給申請（原則２か月ごとに２か月分まとめて申請）

職

再度の育児休業開始

場復帰 

育児休業開始（女性の方はここから支給対象期間となりうる）

退職 

受給資格確認と初回支給申請を

同時に手続（休業開始日から４

か月を経過する日の属する月の

末日まで ） 
初回支給申請 

職場復帰 

（支給終了）

※　休業取得時に、あらかじめ退職が確定（予定）
　している場合は、支給の対象となりません。
※　職場復帰日は雇用保険に加入している状態で
　あることが必要になります。

１歳時点で一定の延長事由が発生したこと
により、1歳に達する日後の期間に育児休
業を取得する場合（保育所入所困難等）
さらに、１歳に達する日後の期間に育児休
業を取得している場合であって、１歳６か
月時点で一定の延長事由が発生したことに
より、１歳６か月に達する日以後の期間に
育児休業を取得する場合（保育所入所困難
等）
配偶者が子の１歳または１歳６か月に達す
る日において育児休業をし、配偶者の育児
休業終了日の翌日以前に被保険者が育児休
業を開始している場合。

※ 被保険者本人が希望する場合、１か月に一度、
　 支給申請を行うことも可能です。

②　出生時育児休業給付金を申請しない場合

支給申請（申請方
法）は初回支給申
請、２回目以降の
支給申請と同様）

職場復帰又は
子が１歳に達した
（支給終了）
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（1）受給資格は・・・・・

３　出生時育児休業給付金について

　

　出生時育児休業（産後パパ育休）を取得した被保険者（※）で、次のいずれにも
該当する場合は、事業所の所在地を管轄するハローワークに対して、受給資格確認
手続を行うことにより、出生時育児休業給付金の確認を受けることができます。
　（※）被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、第11
章において同じです。

　期間雇用者（期間を定めて雇用される者）の方は、上記イ及びロに加え、休業
開始時において、次の要件に該当しなければなりません。

　この受給資格を満たした被保険者であって、出生時育児休業中に支払われた賃
金の額が、休業開始時賃金日額×休業期間の日数に比べて80％未満である等、支給
要件を満たした場合に、出生時育児休業給付金を受けることができます。
　※休業開始時賃金月額及び休業開始時賃金日額については、133ページ参照。

　子の出生日（出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日）から８週間を
経過する日の翌日から６か月を経過する日までに、その労働契約の期間（労働契
約が更新される場合は更新後のもの）が満了することが明らかでないこと。

ここでいう「出生時育児休業」とは、「出生日または出産予定日のうち早
い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から８週間を経過する
日の翌日まで」の期間内に４週間（28日）までの範囲で取得するものを
いいます。また、職場復帰を前提に取得するものをいい、休業取得時に退
職が確定（予定）している休業は支給の対象となりません。
産後休業（出生日の翌日から８週間）は出生時育児休業給付金の対象外で
す。また、産後６週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求によ
り、８週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後８週
間を経過するまでは、産後休業とみなされます。
育児をする子は実子・養子を問いません。
期間雇用者も支給対象となります。

（ｲ）

（ﾛ）

（ﾊ）
（ﾆ）

　子の出生日から８週間を経過する日の翌日までの期間内に、４週間（28
日）以内の期間を定めて、当該子を養育するための出生時育児休業を取得し
た被保険者であること。（※）

イ

　出生時育児休業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が11日以
上ある（ない場合は就業している時間数が80時間以上の）完全月（※１）
が12か月以上あること。

ロ

※　出生時育児休業は同一の子について２回まで分割して取得できます。

※１は育児休業給付金と同じです（132ページ参照）。
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いいます。また、職場復帰を前提に取得するものをいい、休業取得時に退
職が確定（予定）している休業は支給の対象となりません。
産後休業（出生日の翌日から８週間）は出生時育児休業給付金の対象外で
す。また、産後６週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求によ
り、８週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後８週
間を経過するまでは、産後休業とみなされます。
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日）以内の期間を定めて、当該子を養育するための出生時育児休業を取得し
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イ
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※１は育児休業給付金と同じです（132ページ参照）。
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（2）支給要件は・・・・・

　

　出生時育児休業期間について、次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。

　休業中の就業時間数の取扱いや賃金の取扱いは育児休業給付金と異なるのでご注

意ください。

イ　出生時育児休業期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有してい
ること。
ロ　出生時育児休業期間の就業日数が10日以下であること。10日を超える場
合は就業している時間が80時間以下であること。
※　休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

※　出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数
は切り捨てます。また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞ
れの期間ごとに端数処理を行います。
ハ　出生時育児休業中の就労に対して事業主から支払われた賃金※が、休業開
始時の賃金月額の80％未満であること。

（例）14日間の休業　⇒　最大５日（５日を超える場合は40時間）
　　　10日間の休業　⇒　最大４日（４日を超える場合は約28.57時間）
　[10日×10/28≒3.57 （端数切り上げ） ⇒４日、80時間×10/28≒28.57時間]　

※「出生時育児休業中の就労に対して事業主から支払われた賃金」とは
　出生時育児休業期間を含む賃金月分として支払われた賃金のうち、基本給等の労
働した日・時間により算定され支払われる賃金（勤務日数に応じて支払われる通勤
手当を含む。）については、出生時育児休業期間中の賃金の基礎となった日数・時
間に応じて支払われた額とし、家族手当等の労働した日または時間にかかわらず一
定額が支払われる賃金は含めません。月給制等により、出生時育児休業期間を含む
賃金月において、賃金が減額されなかった場合には、支払われた賃金額に出生時育
児休業取得日数を乗じて得た額を、出生時育児休業期間を含む賃金月の賃金支払対
象期間の日数で除し（小数点以下切り捨て）、当該額を「出生時育児休業期間を対
象とする賃金」とします。
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・賃金締切日：当月末日　賃金支払日：翌月15日　
・出生時育児休業期間10月12日から同月16日、同月21日から同月25日
　まで分割取得した場合（合計10日）
・通勤手当として、出勤１日につき500円支給

例　示　※賃金の取扱い等は、以下「解説」を参照ください。

出生時育児休業その１ 出生時育児休業その２

10月12日～10月16日

賃金支払日（10/15）
（９月1日～９月30日分）

賃金支払日(11/15)
（10月１日～10月31日分）

10月21日～10月25日

解説：　月給制（月給30万円）の方について、10月15日に支払われた賃金

は、９月分を対象としたものであり、出生時育児休業期間が含まれてい

ないため、「出生時育児休業中の就労に対して事業主から支払われた賃

金額」を計上する必要はありません。

　11月15日に賃金が満額支給された場合、10月（31日間の賃金支払対

象期間）に10日間（10月12日～10月16日の５日間と、10月21日～10

月25日の５日間の計10日間）の出生時育児休業を取得しており、各々の

出生時育児休業期間における賃金は、

　30万円×５日間/31日間＝48,387.09

⇒48,387円を「出生時育児休業期間を対象とする賃金その１、その２」

として各々計上してください。

　通勤手当は、

　500円×５日間＝2,500

⇒2,500円を「出生時育児休業期間を対象とする賃金その１、その２」と

して各々計上してください。

※上記のケースの場合、支給額の算定において、（48,387円＋2,500

円）×２＝101,774円が、休業開始時賃金日額×休業期間の日数で得た額

の80％（10,000円×10日×80％＝80,000円）を超えているため、出生

時育児休業給付金は不支給となります。
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・賃金締切日：当月末日　賃金支払日：翌月15日　
・出生時育児休業期間10月12日から同月16日、同月21日から同月25日
　まで分割取得した場合（合計10日）
・通勤手当として、出勤１日につき500円支給

例　示　※賃金の取扱い等は、以下「解説」を参照ください。

出生時育児休業その１ 出生時育児休業その２

10月12日～10月16日

賃金支払日（10/15）
（９月1日～９月30日分）

賃金支払日(11/15)
（10月１日～10月31日分）

10月21日～10月25日

解説：　月給制（月給30万円）の方について、10月15日に支払われた賃金

は、９月分を対象としたものであり、出生時育児休業期間が含まれてい

ないため、「出生時育児休業中の就労に対して事業主から支払われた賃

金額」を計上する必要はありません。

　11月15日に賃金が満額支給された場合、10月（31日間の賃金支払対

象期間）に10日間（10月12日～10月16日の５日間と、10月21日～10

月25日の５日間の計10日間）の出生時育児休業を取得しており、各々の

出生時育児休業期間における賃金は、

　30万円×５日間/31日間＝48,387.09

⇒48,387円を「出生時育児休業期間を対象とする賃金その１、その２」

として各々計上してください。

　通勤手当は、

　500円×５日間＝2,500

⇒2,500円を「出生時育児休業期間を対象とする賃金その１、その２」と

して各々計上してください。

※上記のケースの場合、支給額の算定において、（48,387円＋2,500

円）×２＝101,774円が、休業開始時賃金日額×休業期間の日数で得た額

の80％（10,000円×10日×80％＝80,000円）を超えているため、出生

時育児休業給付金は不支給となります。
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上限額　15,430円

（4）支給額は・・・・・

　①　休業期間中の就労に対して賃金が支払われていない場合

　②　休業期間中の就労に対して事業主から賃金が支払われている場合

支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数（28日が上限）×67％（※）

　※　給付率について
　　出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付の支給率67％の
上限日数である180日に通算されます。181日目以降は支給率50％となります。

イ　支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13％以下
　の場合
　　支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67％

ハ　支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80％以上
　の場合
　　支給額＝支給されません。

令和5年8月1日現在の休業開始時賃金日額の上限額について

ロ　支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13％超
　～80％未満の場合
　　支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80％相当額と賃金の
　　　　　　差額

　なお、以下の賃金日額上限額により支給額を算出し、減額される場合や支給
されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

※　上限額は、毎年8月1日に変更される場合があります。
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【支給算出額の事例１】

　休業開始時の賃金日額が7,000円であって14日間の出生時育児休業
を取得した場合（休業開始時賃金日額×休業期間の日数＝98,000円）

①　支給対象期間中に賃金が支払われていない場合

②　この期間に３日労働して賃金21,000円が支払われた場合
　　（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13％～80％）
　　14日分の賃金日額の80％＝7,000円×14日×80％
　　＝78,400円

③　この期間分の賃金として8万円支払われた場合
　　（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80％以上）

支給額＝7,000×14日×67％＝65,660円

支給額＝78,400－21,000＝57,400円

支給されません。

【支給算出額の事例２】

　休業開始時賃金日額が16,000円であって14日間の出生時育児休業
を取得した場合
○　賃金日額には上限額（令和５年８月１日現在15,430円）があり
ます。このため、この場合の賃金日額は15,430円です。したがっ
て、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」＝15,430円×14日間＝
216,020円となります。

①　支給対象期間中に賃金が支払われていない場合
　
②　この期間に３日労働して賃金48,000円が支払われた場合
　　（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13％～80％未満）
　　休業開始時賃金日額の80％＝15,430×14×80％＝172,816円

③　この期間分の賃金として20万円支払われた場合
　　（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80％以上）

支給額＝15,430円×14日×67％＝144,733円

支給額＝172,816－48,000＝124,816円

支給されません。
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【支給算出額の事例１】

　休業開始時の賃金日額が7,000円であって14日間の出生時育児休業
を取得した場合（休業開始時賃金日額×休業期間の日数＝98,000円）

①　支給対象期間中に賃金が支払われていない場合

②　この期間に３日労働して賃金21,000円が支払われた場合
　　（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13％～80％）
　　14日分の賃金日額の80％＝7,000円×14日×80％
　　＝78,400円

③　この期間分の賃金として8万円支払われた場合
　　（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80％以上）

支給額＝7,000×14日×67％＝65,660円

支給額＝78,400－21,000＝57,400円

支給されません。

【支給算出額の事例２】

　休業開始時賃金日額が16,000円であって14日間の出生時育児休業
を取得した場合
○　賃金日額には上限額（令和５年８月１日現在15,430円）があり
ます。このため、この場合の賃金日額は15,430円です。したがっ
て、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」＝15,430円×14日間＝
216,020円となります。

①　支給対象期間中に賃金が支払われていない場合
　
②　この期間に３日労働して賃金48,000円が支払われた場合
　　（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13％～80％未満）
　　休業開始時賃金日額の80％＝15,430×14×80％＝172,816円

③　この期間分の賃金として20万円支払われた場合
　　（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80％以上）

支給額＝15,430円×14日×67％＝144,733円

支給額＝172,816－48,000＝124,816円

支給されません。
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（4）受給資格確認・支給申請は・・・・・

（5）給付金の口座振込みは・・・・・

　雇用する被保険者が出生時育児休業を開始したときは、次の手続が必要です。受給資
格の確認申請及び出生時育児休業給付金の支給申請は育児休業給付金支給と異なり同
時に行う必要があります。

持参するもの･･･
　　P141、持参するもの「（１）受給資格の確認手続のみ行う場合」の書類および
○　賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取
扱通知書など出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額及び支払状況を
証明することができるもの

※受給資格確認票・出生時支給申請書は、マイナンバーを記載して提出してください。

イ　「賃金月額証明書」の提出について
　被保険者が出生時育児休業を開始した場合は、受給資格確認票・出生時支給申請
書を提出する日までに「賃金月額証明書」を、事業所の所在地を管轄するハローワーク
に提出しなければなりません。

ロ　受給資格の確認・支給申請とその通知について
　出生時育児休業給付金の受給資格がある場合は「出生時育児休業給付金支給決定
通知書」を交付します。支給額が算定されたときは、支給額が記載され、不支給決定さ
れたときは、不支給の理由が記載されます。
　また、受給資格がない場合は、「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付されま
す。これらの通知書は、必ず被保険者にお渡しください。

　支給決定された出生時育児休業給付金は、支給決定日（支給決定通知書に印字され
ています。）から約１週間後に、申請者本人が指定した金融機関の本人名義の普通預金
（貯金）口座に振り込まれます。
　また、振込者名は「コウセイロウドウショウ　ショクギョウアンテイキョク」となります
（金融機関によっては、振込者名の表示が途切れたりする場合があります）。

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書（育児）」（以下「賃金月
額証明書」という。）
「育児休業給付受給資格確認票･出生時育児休業給付金支給申請書」
（以下「受給資格確認票・出生時支給申請書」という。）
子の出生日（出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日）か
ら８週間を経過する日の翌日から提出可能となり、当該日から２か月を
経過する日の属する月の末日まで
※休業期間を対象とする賃金がある場合は、当該賃金が支払われた後に
提出してください。
事業所の所在地を管轄するハローワーク

届出書類･･･

提出期間･･･

届出先･････
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（1）受給資格は・・・・・
　１歳（いわゆるパパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は１歳２か

月、保育所における保育の実施が行われない等の場合は１歳６か月又は2歳）未満の子

を養育する被保険者で、次のいずれにも該当する場合は、事業所の所在地を管轄するハ

ローワークに対して、受給資格確認手続を行うことにより、育児休業給付金の確認を受

けることができます。

４　育児休業給付金について

イ　１歳未満の子を養育するために、「育児休業」を取得した被保険者であること。
　　（※）
（ｲ）ここでいう「育児休業」とは、職場復帰を前提に取得するものをいい、休業
　取得時に退職が確定（予定）している休業は支給の対象となりません。
（ﾛ）育児休業対象者は男女を問いません。
（ﾊ）育児をする子は実子のほか、養子、養子縁組里親、養育里親等も含みます。
（ﾆ）期間雇用者も支給対象となります。
※　　職場復帰後、同一の子について原則２回までは育児休業給付金の支給対
象となります。（138、162ページ参照）　

ロ　育児休業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全      
　月が通算して12か月以上あること。
　
　
　

（ｲ）育児休業を開始した日とは、産後休業から引き続いて育児休業を取得した
　女性の場合は、出産日から起算して58日目をいいます。
（ﾛ）通算は、 離職した日の翌日が再就職日の前日から起算して１年以内にあり、
　当該離職による基本手当、特例一時金、高年齢受給資格を決定していない場
　合に限り行うことが可能です。

数が11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった労
働時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。（P134例示1）

　令和２年８月１日以降育児休業を開始している方については、賃金支払基礎日

　令和３年９月１日以降育児休業を開始している方については、育児休業開始日

を起算点として、その日前２年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12

※　産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌
　日」、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業を
　した場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。

か月ない場合でも、産前休業開始日等（※）を起算点として、その日前２年間に賃

金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること。（P134例示2）
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（1）受給資格は・・・・・
　１歳（いわゆるパパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は１歳２か

月、保育所における保育の実施が行われない等の場合は１歳６か月又は2歳）未満の子

を養育する被保険者で、次のいずれにも該当する場合は、事業所の所在地を管轄するハ

ローワークに対して、受給資格確認手続を行うことにより、育児休業給付金の確認を受

けることができます。

４　育児休業給付金について

イ　１歳未満の子を養育するために、「育児休業」を取得した被保険者であること。
　　（※）
（ｲ）ここでいう「育児休業」とは、職場復帰を前提に取得するものをいい、休業
　取得時に退職が確定（予定）している休業は支給の対象となりません。
（ﾛ）育児休業対象者は男女を問いません。
（ﾊ）育児をする子は実子のほか、養子、養子縁組里親、養育里親等も含みます。
（ﾆ）期間雇用者も支給対象となります。
※　　職場復帰後、同一の子について原則２回までは育児休業給付金の支給対
象となります。（138、162ページ参照）　

ロ　育児休業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全      
　月が通算して12か月以上あること。
　
　
　

（ｲ）育児休業を開始した日とは、産後休業から引き続いて育児休業を取得した
　女性の場合は、出産日から起算して58日目をいいます。
（ﾛ）通算は、 離職した日の翌日が再就職日の前日から起算して１年以内にあり、
　当該離職による基本手当、特例一時金、高年齢受給資格を決定していない場
　合に限り行うことが可能です。

数が11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった労
働時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。（P134例示1）

　令和２年８月１日以降育児休業を開始している方については、賃金支払基礎日

　令和３年９月１日以降育児休業を開始している方については、育児休業開始日

を起算点として、その日前２年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12

※　産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌
　日」、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業を
　した場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。

か月ない場合でも、産前休業開始日等（※）を起算点として、その日前２年間に賃

金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること。（P134例示2）

－120－

※「休業開始時賃金月額」とは、
　原則、育児休業開始前（産前、産後休業を取得した場合は、原則として産前、産後休業開始前）
6か月間の賃金を180で除した額が「賃金日額」となり、支給日数を30日とした場合の「休業

　なお、賃金月額には、以下のとおり上限額及び下限額があります。算定した額が上限額を
超える場合は上限額に、算定した額が下限額を下回る場合には下限額となります。

　期間雇用者（期間を定めて雇用される者）の方は、P132イ及びロに加え、休業開

始時において、次の要件に該当しなければなりません。

　この受給資格の確認を受けた被保険者であって、育児休業中に支払われた賃金の

額が、休業開始時の賃金月額に比べて、80％未満である等、支給要件を満たした場

合に、育児休業給付金を受けることができます。

 

　　上限額　462,900円※（令和５年７月31日までは455,700円）
　　下限額　   82,380円※（令和５年７月31日までは  79,710円）
　　※上限額及び下限額は、毎年8月1日に変更される場合があります。

令和５年８月１日現在の賃金月額の上限額と下限額

　子が１歳６か月までの間（保育所における保育の実施が行われない等の理由によ
り、子が１歳６か月後の期間について育児休業を取得する場合は、１歳６か月後の休
業開始時において２歳までの間）に、その労働契約（労働契約が更新される場合にあ
っては、更新後のもの）が満了することが明らかでないこと。
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※例示２の場合の方法によって被保険者期間を確認する場合、休業開始時賃金月額証明書
　の④および⑦の「休業を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載してください。
　それ以外の記載方法はこれまでと同様です。
　詳しくは、事業所の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。

賃金支払基礎日数11日以上（又は賃金の支払いの基礎
となった労働時間数が80時間以上）ある月が12か月

賃金支払基礎日数11日以上（又は賃金の支払いの基礎
となった労働時間数が80時間以上）ある月が12か月
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※例示２の場合の方法によって被保険者期間を確認する場合、休業開始時賃金月額証明書
　の④および⑦の「休業を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載してください。
　それ以外の記載方法はこれまでと同様です。
　詳しくは、事業所の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。

賃金支払基礎日数11日以上（又は賃金の支払いの基礎
となった労働時間数が80時間以上）ある月が12か月

賃金支払基礎日数11日以上（又は賃金の支払いの基礎
となった労働時間数が80時間以上）ある月が12か月

－122－

①　育児休業の申出に係る子について、市町村に対して保育所※1における保育の実施を希望し、

　申込みを行っているが、その子が１歳に達する日又は１歳６ヶ月※2に達する日※3後の期間につ

　いて、当面その実施が行われない場合

※1　児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる「無認可保育施設」は含まれません。

※2　一定の要件を満たすことにより、育児休業終了予定日が1歳に達する日後である場合
は、当該終了予定日。

※3　入所希望日が1歳に達する日又は１歳６ヶ月に達する日の翌日後になっている場合や、　

　　

あ

らかじめ市区町村に問い合わせたところ、定員超過等の理由により入所困難と説明された

　　 ため、入所申し込みを行わなかった場合は原則、延長はできません。

②　常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が１歳に

　達する日又は１歳６ヶ月※2に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定

　であった方が、以下のいずれかに該当した場合。

　・　死亡したとき

　・　負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育す

　　　ることが困難な状態になったとき

　・　婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないことと

　　なったとき

　・　６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定であるかまたは産後

　　８週間を経過しないとき（産前休業を請求できる期間または産前休業期間及び産後休業期

　　間）

支給対象期間の延長となる場合【具体的な手続はP147・148参照】

（2）支給要件は・・・・・

　育児休業開始日から起算して１か月ごとに区切った場合（区切られた１か月の間に育

児休業終了日または子が１歳に達する日が含まれる場合は、その育児休業終了日または

子が１歳に達する日の前日まで）の各期間（これを「支給単位期間」といいます。）に

ついて、次の要件をすべて満たしている場合に支給対象（これを「支給対象期間」とい

います。）となります。

　同一の子について分割して育児休業を取得する場合、２回目の育児休業に係る支給単

位期間は、当該２回目の休業開始日又は当該休業開始日の応当日から、それぞれその翌

月の応当日の前日までの１か月ごとです（応答日がない場合は、その月の月末を応答日

とみなします。）。
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※「支給単位期間に支給された賃金額」とは

　支給単位期間中に支給された賃金額とは、「その期間に支払日のあるもの」をいいま

す。ただし、育児休業期間外を対象としているような賃金や対象期間が不明確な賃金は

含めず、原則として育児休業期間中を対象としていることが明確な賃金の額のみとなり

ます。

イ　支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
ロ　支給単位期間に、就業していると認められる日が１０日以下であること。

※　支給単位期間について、１０日をこえる場合にあっては、就業している
と認められる時間が８０時間以下であること。
（育児休業終了等により、１か月に満たない支給単位期間については、就業し
ていると認められる日が10日以下であるとともに、育児休業による全日休業
日が１日以上あることが必要となります。また、この全日休業日には、日曜
日・祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。）
ハ　支給単位期間に支給された賃金額※が、休業開始時の賃金月額の80％未満
　であること。
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※「支給単位期間に支給された賃金額」とは

　支給単位期間中に支給された賃金額とは、「その期間に支払日のあるもの」をいいま

す。ただし、育児休業期間外を対象としているような賃金や対象期間が不明確な賃金は

含めず、原則として育児休業期間中を対象としていることが明確な賃金の額のみとなり

ます。

イ　支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
ロ　支給単位期間に、就業していると認められる日が１０日以下であること。

※　支給単位期間について、１０日をこえる場合にあっては、就業している
と認められる時間が８０時間以下であること。
（育児休業終了等により、１か月に満たない支給単位期間については、就業し
ていると認められる日が10日以下であるとともに、育児休業による全日休業
日が１日以上あることが必要となります。また、この全日休業日には、日曜
日・祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。）
ハ　支給単位期間に支給された賃金額※が、休業開始時の賃金月額の80％未満
　であること。

（3）支給対象期間は・・・・・

　育児休業給付金の支給対象期間は次のとおりです。

イ　育児休業開始日から、育児休業に係る子が１歳に達する日（１歳の誕生日の
　前日）の前日までの期間。（１歳の誕生日の前々日まで）　　　　　　　　　
　　また、一定の要件（P147参照）を満たしたときは１歳２か月に達する日の
　前日までの期間、さらに一定の要件（P135参照）を満たしたときは１歳６か
　月又は2歳に達する日の前日までの期間。

　上記のような事例では、１歳に達する日の前日（＝１歳の誕生日の

前々日）までが支給対象となるため、８月８日までの期間が支給対象

となります。

　また、最後の支給単位期間（８月６日～８月８日）については、就業

していると認められる日数が１０日以下であり、育児休業による全日

休業日が１日以上あれば支給対象となります。

－124－

ロ　満1歳（一定の要件を満たした場合は満1歳2か月、さらに一定の場合は満1
　歳6か月又は2歳）に達する日より前に育児休業を終了したときは、育児休業
　を終了した日までの期間。
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（４）育児休業の分割取得について・・・・・

　

　同一の子について、原則２回の育児休業まで育児休業給付金の支給対象となります。

３回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に

該当する場合は、この回数制限から除外されます。

①　別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで
育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終
了した場合
　※　当初の育児休業の申出対象である子が1歳６か月または２歳までの場合
を含みます。
②　育児休業の申出対象である１歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負
傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育する
ことができなくなった場合
③　育児休業の申出対象である１歳未満の子が、負傷、疾病等により、２週間
以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
④　育児休業の申出対象である１歳未満の子について、保育所等での保育利用
を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

例示
　１歳未満の子について２回の育児休業をした後、延長事由に該当し、１歳に
達する日後に夫婦交替で３回目以降の育児休業を開始する場合

※　夫婦交替で育児休業を取得する場合の回数制限の例外について
　　育児休業の延長事由（135ページ参照）があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取
得する場合、１歳から１歳６か月と１歳６か月～２歳の各期間中、夫婦それぞれ
１回に限り育児休業給付金の支給対象となります。

　１歳以降の育児休業も夫婦１回ずつ延長交替でき、１歳から１歳６か月の期間及び１
歳６か月から２歳までの期間それぞれの期間において途中交替が可能です。

育児休業①

子が１歳に
達する日の前日

↓

配偶者の出産予定日
（子の出生日）

父

母

出生後
８週

育児休業②

育児休業①

延長交替
（育児休業④）

延長交替
（育児休業②）

延長交替
（育児休業③）

子が１歳６か月に
達する日の翌日
↓

子が１歳に
達する日
↓

延長交替
（育児休業③）

↑↑↑
子の１歳の
誕生日

↑
子が１歳６か月に

達する日

子が２歳に
達する日の前日
↓

子が１歳６か月に
達する日の前日

↓

子が２歳に
達する日

子が２歳の
誕生日
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（４）育児休業の分割取得について・・・・・

　

　同一の子について、原則２回の育児休業まで育児休業給付金の支給対象となります。

３回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に

該当する場合は、この回数制限から除外されます。

①　別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで
育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終
了した場合
　※　当初の育児休業の申出対象である子が1歳６か月または２歳までの場合
を含みます。
②　育児休業の申出対象である１歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負
傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育する
ことができなくなった場合
③　育児休業の申出対象である１歳未満の子が、負傷、疾病等により、２週間
以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
④　育児休業の申出対象である１歳未満の子について、保育所等での保育利用
を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

例示
　１歳未満の子について２回の育児休業をした後、延長事由に該当し、１歳に
達する日後に夫婦交替で３回目以降の育児休業を開始する場合

※　夫婦交替で育児休業を取得する場合の回数制限の例外について
　　育児休業の延長事由（135ページ参照）があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取
得する場合、１歳から１歳６か月と１歳６か月～２歳の各期間中、夫婦それぞれ
１回に限り育児休業給付金の支給対象となります。

　１歳以降の育児休業も夫婦１回ずつ延長交替でき、１歳から１歳６か月の期間及び１
歳６か月から２歳までの期間それぞれの期間において途中交替が可能です。

育児休業①

子が１歳に
達する日の前日

↓

配偶者の出産予定日
（子の出生日）

父

母

出生後
８週

育児休業②

育児休業①

延長交替
（育児休業④）

延長交替
（育児休業②）

延長交替
（育児休業③）

子が１歳６か月に
達する日の翌日
↓

子が１歳に
達する日
↓

延長交替
（育児休業③）

↑↑↑
子の１歳の
誕生日

↑
子が１歳６か月に

達する日

子が２歳に
達する日の前日
↓

子が１歳６か月に
達する日の前日

↓

子が２歳に
達する日

子が２歳の
誕生日

－125－

（5）支給額は・・・・・

　①　休業期間中に賃金が支払われていない場合

　②　休業期間中に事業主から賃金が支払われている場合
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  支給上限額310,143（給付率67％）円※（令和５年7月31日
までは305,319円）

  支給上限額231,450（給付率50％）円※（令和５年7月31日
までは227,850円）
　※　支給限度額及び最低限度額は、毎年８月1日に変更される場合があります。

令和５年８月１日現在の支給上限額について

【支給算出額の事例１】
休業開始時の賃金日額が7,000円（賃金月額は21万円）であって、

①　支給対象期間中に賃金が支払われていない場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（賃金月額の30％以下）

②　支給対象期間中に賃金が15万円支払われた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（賃金月額の30％超～80％未満）

→　支給額＝168,000－150,000＝18,000円
③　支給対象期間中に賃金が17万円支払われた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（賃金月額の80％以上）
→　支給されません。

【支給算出額の事例２】

賃金日額が16,000円（月48万円）の方の場合････

○　賃金月額には上限額（令和５年8月1日現在462,900円）があります。この

ため、この場合の休業開始時の賃金日額は15,430円（賃金月額は

462,900円）となります。

　　①　支給対象期間中に賃金が支払われていない場合

（賃金月額の30％以下）

　　→　

付率5

15,430 231,450

0％））

　　②　支給対象期間中に賃金が30万円支払われた場合

（賃

15,430 370,320

金月額30％超～80％未満）

　　→　支給額＝370,320－300,000＝70,320円

　　③　支給対象期間中に賃金が37万円支払われた場合

（賃金月額の80％以上）

　　→　支給されません。
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  支給上限額310,143（給付率67％）円※（令和５年7月31日
までは305,319円）

  支給上限額231,450（給付率50％）円※（令和５年7月31日
までは227,850円）
　※　支給限度額及び最低限度額は、毎年８月1日に変更される場合があります。

令和５年８月１日現在の支給上限額について

【支給算出額の事例１】
休業開始時の賃金日額が7,000円（賃金月額は21万円）であって、

①　支給対象期間中に賃金が支払われていない場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（賃金月額の30％以下）

②　支給対象期間中に賃金が15万円支払われた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（賃金月額の30％超～80％未満）

→　支給額＝168,000－150,000＝18,000円
③　支給対象期間中に賃金が17万円支払われた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（賃金月額の80％以上）
→　支給されません。

【支給算出額の事例２】

賃金日額が16,000円（月48万円）の方の場合････

○　賃金月額には上限額（令和５年8月1日現在462,900円）があります。この

ため、この場合の休業開始時の賃金日額は15,430円（賃金月額は

462,900円）となります。

　　①　支給対象期間中に賃金が支払われていない場合

（賃金月額の30％以下）

　　→　

付率5

15,430 231,450

0％））

　　②　支給対象期間中に賃金が30万円支払われた場合

（賃

15,430 370,320

金月額30％超～80％未満）

　　→　支給額＝370,320－300,000＝70,320円

　　③　支給対象期間中に賃金が37万円支払われた場合

（賃金月額の80％以上）

　　→　支給されません。
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（6）受給資格の確認は・・・・・
　雇用する被保険者が育児休業を開始したときは、次の手続が必要です。

届出書類…「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書（育児）」（以下「賃金月額証
明書」という。）
「育児休業給付受給資格確認票･（初回）育児休業給付金支給申請書」（以下
「受給資格確認票」という。）

提出期限…受給資格確認手続のみ行う場合、初回の支給申請を行う日まで。受給資格の
確認と初回支給申請を同時に行う場合には、休業開始日から当該日から起算
して4か月を経過する日の属する月の末日まで。

届 出 先…事業所の所在地を管轄するハローワーク
持参するもの…
　（1）受給資格の確認手続のみ行う場合
　　○　出産日、出産予定日、育児を行っている事実、書類の記載内容が確認できる書
　類（母子健康手帳、医師の診断書（分娩（出産予定証明書））、育児休業申出書、育児
　休業取扱通知書等）（いずれも写しで可）
　○　賃金台帳、出勤簿（タイムカード）、雇用契約書等、育児の開始した日やその前
　の賃金支払状況等を確認できる書類
　○　払渡しを希望する金融機関の口座情報が確認できる書類の写し（預金通帳、
　キャッシュカード）
　◯ 「賃金証明書」の⑫欄に、「賃金の支払いを受けなかった期間及び理由」、「休業」
　の記載がある場合は、その内容が確認できる書類
　（2）初回申請も同時に行う場合、（1）の書類および

 ○　賃金台帳、出勤簿（タイムカード）、雇用契約書等、対象育児休業期間中の賃金
支払状況等を確認できる書類
　　

※受給資格確認票は、マイナンバーを記載して提出してください。
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イ　「賃金月額証明書」の提出について
　被保険者が１歳(一定の場合、1歳2か月)未満の子を養育するための育児休業を開始
した場合は、初回の支給申請を行う日までに「賃金月額証明書」を、事業所の所在地
を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
　ただし、受給資格の確認と初回支給申請を同時に行う場合には、休業開始日から起
算して４か月を経過する日の属する月の末日までに提出することができます。

　なお、同一の子について初回の育児休業給付金の申請以前に出生時育児休業給付金

の支給を受けている場合など、既に賃金月額の届出を行っている場合は改めて届け出

る必要はございません。
ロ　受給資格の確認とその通知について
　上記イの賃金月額証明書を提出する際は、「受給資格確認票」を添付してくださ
い。
　これにより、育児休業給付金の受給資格がある場合は「育児休業給付受給資格確認
通知書」（＝確認通知書）及び次回使用すべき「育児休業給付金支給申請書」を交付
します。
　また、受給資格がない場合は「育児休業給付受給資格否認通知書」（以下「否認通
知書」という。）を交付します。
　これらの通知書は、（受給資格を確認した場合は支給申請書とともに）必ず被保険
者にお渡しください。
ハ　次回支給申請日等の指定について
　「育児休業給付次回支給申請日指定通知書（事業主通知用）」は、次回支給申請期
間を指定するもので、事業主の方に通知されます。
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イ　「賃金月額証明書」の提出について
　被保険者が１歳(一定の場合、1歳2か月)未満の子を養育するための育児休業を開始
した場合は、初回の支給申請を行う日までに「賃金月額証明書」を、事業所の所在地
を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
　ただし、受給資格の確認と初回支給申請を同時に行う場合には、休業開始日から起
算して４か月を経過する日の属する月の末日までに提出することができます。

　なお、同一の子について初回の育児休業給付金の申請以前に出生時育児休業給付金

の支給を受けている場合など、既に賃金月額の届出を行っている場合は改めて届け出

る必要はございません。
ロ　受給資格の確認とその通知について
　上記イの賃金月額証明書を提出する際は、「受給資格確認票」を添付してくださ
い。
　これにより、育児休業給付金の受給資格がある場合は「育児休業給付受給資格確認
通知書」（＝確認通知書）及び次回使用すべき「育児休業給付金支給申請書」を交付
します。
　また、受給資格がない場合は「育児休業給付受給資格否認通知書」（以下「否認通
知書」という。）を交付します。
　これらの通知書は、（受給資格を確認した場合は支給申請書とともに）必ず被保険
者にお渡しください。

ハ　次回支給申請日等の指定について
　「育児休業給付次回支給申請日指定通知書（事業主通知用）」は、次回支給申請期
間を指定するもので、事業主の方に通知されます。
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（7）支給申請は・・・・・

　雇用する被保険者が受給資格の確認を受けたときは、以下の手続により、育児休業給

付金の支給を受けることができます。

イ　育児休業給付金の支給を受ける場合について

　育児休業給付金は、各支給単位期間について、「支給要件」を満たした場合に支給

されます。（P136参照）

　ただし、あらかじめ支給を受けられないことが明らかである場合であっても、支給

申請書の表題を「次回支給申請期間指定届」と変更して提出してください。これによ

り、その次の支給対象期間と支給申請期間の指定を受けることとなります。

ロ　支給申請の時期について

　支給申請

ハ　同一の子について分割して育児休業を取得する場合について

　２回目の育児休業に係る支給単位期間は、当該２回目の休業開始日又は当該休業開始

日の応当日から、それぞれその翌月の応当日の前日までの１か月ごとです。この場合、

改めて受給資格の確認を行う必要はありませんが、育児休業給付受給資格確認票・（初

回）支給申請書により申請いただきます。

　２回目の育児休業を取得する旨の申出があった際、新たに支給申請期間を指定して

通知します。

は、原則として２か月ごとに行います。

　なお、支給申請の期限は、支給対象期間の初日から起算して４か月を経過する日の

属する月の末日までの期間となっています。（「次回支給申請日指定通知書（事業主

用）」に印字されています。）

　被保険者本人が希望する場合、1か月ごとに支給申請を行うことも可能です。

（8）延長申請は・・・・・

　延長事由（P135参照）が生じた場合は、支給申請の手続のための添付書類（賃金台

帳や出勤簿等）と併せて、以下の書類を添付してください。

　また、併せて支給申請書の18欄（支給対象期間延長事由－期間）、初回申請書の場合

は26欄に必要な記載を行うこととしてください。

　なお、育児休業の申出に係る子の1歳に達する日後の延長、1歳6か月に達する日後の

延長について、それぞれ延長手続が必要です。

届出書類･･･「育児休業給付金支給申請書」（以下「支給申請書」という。）
提出期限･･･支給対象期間の初日から起算して４か月を経過する日の属する月の末日ま
　　　　　　で（「次回支給申請日指定通知書（事業主通知用）」に印字されています。）
届 出 先･･･事業所の所在地を管轄するハローワーク
持参するもの･･･
　　○　賃金台帳、出勤簿（タイムカード）、労働者名簿、雇用契約書など
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市町村により発行された証明書（保育所入所保留通知書）について

　保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで内定を受けていたにもかかわらず、

これを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、落選を知らせる「保育所入所保留通

知書」にこうした事実が付記されることがあります。こうした付記がされた「保育所入

所保留通知書」をハローワークに提出された場合は、保育所などの内定を辞退した理由

を本人に確認し、やむを得ない理由※がない場合には、育児・介護休業法に基づく適正

な申出にあたらず、延長申請は認められません。

（※「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申込み時点と内定した時点で住所

や勤務場所等に変更があり、内定した保育所などに子どもを入所させることが困難で

あったこと等になります。）

○　保育所※１による保育が実施されない････市町村により発行された証明書等※２

　　　　※１　保育所とは、児童福祉法39条に定める保育所等であり、いわゆる無認可保育所は含
                   まれません。
　　　　※２　　保育の申込みを行い、かつ１歳到達日の翌日（１歳の誕生日）又は１歳６か月到達日

の翌日において保育が行われていないことが確認できる市町村が発行した証明書等が必
要です。（証明書が市町村の規定等により交付されない場合にはハローワークにご相談
ください。）
【子が１歳６か月に達する日の前日までの延長を希望する場合】
①　市町村への保育所への入所申込みを１歳到達日までに行っていること
②　入所希望日を１歳到達日の翌日以前とすること
【子が２歳に達する日の前日までの延長を希望する場合】
①　市町村への保育所への入所申込みを１歳６か月到達日までに行っていること
②　入所希望日を１歳６か月到達日の翌日以前とすること

○　養育を予定していた配偶者の死亡･････････････住民票の写しと母子健康手帳
○　養育を予定していた配偶者の疾病、負傷等･････医師の診断書
○　養育を予定していた配偶者との別居･･･････････住民票の写しと母子健康手帳
○　養育を予定していた配偶者の産前産後･････････産前産後に係る母子健康手帳

　転職や転籍などで被保険者資格を喪失・取得した場合は、喪失した事業所の育児休業

と取得した事業所の育児休業は分割され、取得した事業所において新たな支給単位期間

が指定されます。なお１歳に達する日以後に係る育児休業においては分割取得できない

ため、新たに被保険者資格を取得した事業所での育児休業は給付の対象となりません。
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市町村により発行された証明書（保育所入所保留通知書）について

　保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで内定を受けていたにもかかわらず、

これを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、落選を知らせる「保育所入所保留通

知書」にこうした事実が付記されることがあります。こうした付記がされた「保育所入

所保留通知書」をハローワークに提出された場合は、保育所などの内定を辞退した理由

を本人に確認し、やむを得ない理由※がない場合には、育児・介護休業法に基づく適正

な申出にあたらず、延長申請は認められません。

（※「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申込み時点と内定した時点で住所

や勤務場所等に変更があり、内定した保育所などに子どもを入所させることが困難で

あったこと等になります。）

○　保育所※１による保育が実施されない････市町村により発行された証明書等※２

　　　　※１　保育所とは、児童福祉法39条に定める保育所等であり、いわゆる無認可保育所は含
                   まれません。
　　　　※２　　保育の申込みを行い、かつ１歳到達日の翌日（１歳の誕生日）又は１歳６か月到達日

の翌日において保育が行われていないことが確認できる市町村が発行した証明書等が必
要です。（証明書が市町村の規定等により交付されない場合にはハローワークにご相談
ください。）
【子が１歳６か月に達する日の前日までの延長を希望する場合】
①　市町村への保育所への入所申込みを１歳到達日までに行っていること
②　入所希望日を１歳到達日の翌日以前とすること
【子が２歳に達する日の前日までの延長を希望する場合】
①　市町村への保育所への入所申込みを１歳６か月到達日までに行っていること
②　入所希望日を１歳６か月到達日の翌日以前とすること

○　養育を予定していた配偶者の死亡･････････････住民票の写しと母子健康手帳
○　養育を予定していた配偶者の疾病、負傷等･････医師の診断書
○　養育を予定していた配偶者との別居･･･････････住民票の写しと母子健康手帳
○　養育を予定していた配偶者の産前産後･････････産前産後に係る母子健康手帳

　転職や転籍などで被保険者資格を喪失・取得した場合は、喪失した事業所の育児休業

と取得した事業所の育児休業は分割され、取得した事業所において新たな支給単位期間

が指定されます。なお１歳に達する日以後に係る育児休業においては分割取得できない

ため、新たに被保険者資格を取得した事業所での育児休業は給付の対象となりません。
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　例示1 ～例示3のとおり、育児休業給付金の延長申請は、以下の①または②の申請時

に、必要な確認書類を持参していただく必要がありますのでご注意ください。

　①　延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時。（ただし１歳到達日以降又

　　は１歳６か月到達日以降の申請時に限る。）

　②　１歳到達日又は１歳６か月到達日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時。

また、育児休業の申出に係る子について１歳に達する日後の延長、１歳６か月に達す

る日後の延長については、それぞれ延長手続が必要です。

※　延長申請を行わなかった場合には、延長されませんので、ご注意ください。
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　例示1 ～例示3のとおり、育児休業給付金の延長申請は、以下の①または②の申請時

に、必要な確認書類を持参していただく必要がありますのでご注意ください。

　①　延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時。（ただし１歳到達日以降又

　　は１歳６か月到達日以降の申請時に限る。）

　②　１歳到達日又は１歳６か月到達日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時。

また、育児休業の申出に係る子について１歳に達する日後の延長、１歳６か月に達す

る日後の延長については、それぞれ延長手続が必要です。

※　延長申請を行わなかった場合には、延長されませんので、ご注意ください。
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（9）１歳２か月まで支給対象となる場合は・・・

　｢父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得期間の延長いわゆるパパママ育

休プラス制度｣を利用して育児休業を取得する場合には、以下の①～③すべてに該当す

る場合に、一定の要件を満たせば、子が１歳２か月に達する日の前日まで、最大１年間

育児休業給付金が支給されます。

※　上記②、③の配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地方公務員などの公

　務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。

※　父の休業の場合は、育児休業給付金を受給できる期間の上限は1年間となります。

　　母の休業の場合は、出産日（産前休業の末日となります。）と産後休業期間と育児

　休業給付金を受給できる期間を合わせて１年間が上限となります。

①　育児休業開始日が、当該子が１歳に達する日の翌日以前である場合。
②　育児休業開始日が、当該子に係る配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある当該
　者を含む。以下同じ）が取得している育児休業期間の初日以後である場合。
③　配偶者が当該子の１歳に達する日以前に育児休業を取得していること。
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延長申請の方法

　原則として子が 1 歳に達する日を含む支給単位期間に係る支給申請時までに、支給

申請書の下記イまたはロに、配偶者の育児休業取得の有無、配偶者の雇用保険被保険

者番号（雇用保険の被保険者である場合）を記載してください。

イ　初回の支給申請時には、「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付

　金支給申請書」の27、28欄（P156～157参照）

158P（欄02、91の」書請申給支金付給業休児育「、はに時請申給支の降以目回2　 ロ

参照））

　　　　

添付書類

　受給資格確認や支給申請の際の確認書類（P141～143参照）に加えて、下記の書類

を提出してください。

イ　被保険者の配偶者であることが確認できる書類

　○　世帯全員について記載された住民票の写し

　○　民生委員の証明書等（事実上婚姻関係と同様の事情にある者であるとき）

ロ　被保険者の配偶者の育児休業の取得を確認できる書類

　○　配偶者の育児休業取扱通知書の写し

　○　（上記がない場合）配偶者の疎明書（任意の様式）等配偶者の育児休業の取得

　　を確認できる書類

　※　支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号が記載されており、配偶者の育児

　　休業給付受給の有無を確認できる場合はロの書類を省略することができます。
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延長申請の方法

　原則として子が 1 歳に達する日を含む支給単位期間に係る支給申請時までに、支給

申請書の下記イまたはロに、配偶者の育児休業取得の有無、配偶者の雇用保険被保険

者番号（雇用保険の被保険者である場合）を記載してください。

イ　初回の支給申請時には、「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付

　金支給申請書」の27、28欄（P156～157参照）

158P（欄02、91の」書請申給支金付給業休児育「、はに時請申給支の降以目回2　 ロ

参照））

　　　　

添付書類

　受給資格確認や支給申請の際の確認書類（P141～143参照）に加えて、下記の書類

を提出してください。

イ　被保険者の配偶者であることが確認できる書類

　○　世帯全員について記載された住民票の写し

　○　民生委員の証明書等（事実上婚姻関係と同様の事情にある者であるとき）

ロ　被保険者の配偶者の育児休業の取得を確認できる書類

　○　配偶者の育児休業取扱通知書の写し

　○　（上記がない場合）配偶者の疎明書（任意の様式）等配偶者の育児休業の取得

　　を確認できる書類

　※　支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号が記載されており、配偶者の育児

　　休業給付受給の有無を確認できる場合はロの書類を省略することができます。
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（10）支給申請の結果は・・・・・
　支給申請後は、支給の可否及び支給額を記載した「育児休業給付金支給決定通知書」
と次回の支給申請の際に使用する「育児休業給付金支給申請書」を交付いたしますの
で、必ず被保険者に対して交付してください。（被保険者本人へ郵送で交付される場合
には、事業主は、被保険者本人から当該通知を受け取ってください。）

（11）給付金の口座振込みは・・・・・
　支給決定された給付金は、支給決定日（支給決定通知書に印字されています。）から
約１週間後に、申請者本人が指定した金融機関（一部の銀行は指定できません）の本人
名義の普通預金（貯金）口座に振り込まれます。
　また、振込者名は「コウセイロウドウショウ　ショクギョウアンテイキョク」となり
ます（金融機関によっては、振込者名の表示が途切れたりする場合があります）。

（12）受給中に離職した場合は・・・・・
　原則として、離職日の属する支給単位期間は支給されず、その直前の支給単位期間ま
でで終了となります。（※所定労働時間が20時間未満となるなど、被保険者でなくなっ
た場合も同様です。）
　ただし、離職日が支給単位期間の末日の場合は、離職日を含む期間も支給されます。
　また、支給単位期間の途中で転職や転籍などをし、1 日の空白もなく被保険者資格を
喪失・取得した場合は、喪失に係る事業所の育児休業と取得に係る事業所の育児休業は
分割したものとして取り扱います。引き続き育児休業を取得する場合は、転職後の事業
主からの支給申請により、支給対象となりえますが、1歳に達する日以後においては、
分割取得できないため、新たに被保険者資格を取得した事業所での育児休業は給付の対
象となりません。
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（1）経過措置

５　その他

　令和４年10月１日から出生時育児休業給付金の創設、同一の子に係る育児休業を
２回まで分割して取得することを可能とする等の改正が施行されました。この施行
日前後における育児休業給付の取扱いは以下のとおりです。
・　施行日後に配偶者が子の１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間に子
を養育するための育児休業をしている場合、その休業をすることとする期間
の末日の翌日以前に被保険者が育児休業を開始する場合であれば延長交替が
可能です。なお、１歳に達する日までの間に１度も育児休業を取得したこと
がない場合であっても延長交替は可能です。
・　令和４年９月30日以前の育児休業を１回目と数え、同年10月１日以降の育
児休業を２回目の育児休業として取得可能です。

・　令和４年９月30日以前に旧法の規定により「パパ休暇」を取得した場合、
当該パパ休暇は新法における育児休業の取得回数には含めないため、施行日
以後に育児休業を２回取得することも可能です。なお、パパ休暇は旧法の育
児休業給付金として申請する必要があります。

・　施行日の際に現に提出されている改正前の各種様式については、改正後の
様式により提出されたものとして取り扱います。
・　改正前に通知した支給単位期間及び支給申請期間は有効です。
※　詳しくはハローワークにお尋ねください。

－150－
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（1）経過措置

５　その他

　令和４年10月１日から出生時育児休業給付金の創設、同一の子に係る育児休業を
２回まで分割して取得することを可能とする等の改正が施行されました。この施行
日前後における育児休業給付の取扱いは以下のとおりです。
・　施行日後に配偶者が子の１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間に子
を養育するための育児休業をしている場合、その休業をすることとする期間
の末日の翌日以前に被保険者が育児休業を開始する場合であれば延長交替が
可能です。なお、１歳に達する日までの間に１度も育児休業を取得したこと
がない場合であっても延長交替は可能です。
・　令和４年９月30日以前の育児休業を１回目と数え、同年10月１日以降の育
児休業を２回目の育児休業として取得可能です。
・　令和４年９月30日以前に旧法の規定により「パパ休暇」を取得した場合、
当該パパ休暇は新法における育児休業の取得回数には含めないため、施行日
以後に育児休業を２回取得することも可能です。なお、パパ休暇は旧法の育
児休業給付金として申請する必要があります。
・　施行日の際に現に提出されている改正前の各種様式については、改正後の
様式により提出されたものとして取り扱います。
・　改正前に通知した支給単位期間及び支給申請期間は有効です。
※　詳しくはハローワークにお尋ねください。

－135－

（1）受給中に本人が死亡したとき

　死亡した日の属する支給単位期間の前の支給単位期間までについて、生計を同じにし

ていた遺族の方が支給申請を行うことができます。

　これを、未支給育児休業給付といいます。

●　受給の対象となる方

　亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉

妹の順序で、一人だけに支給されます。

●　必要な手続

　遺族の方は、未支給失業等給付請求書と死亡の情報を含む住民票の写し等（①

死亡の年月日、②請求者と死亡者の続柄及び生計を同じくしていたことを証明で

きる書類）のほか、育児休業給付金支給申請書と添付書類を、事業所を管轄する

ハローワークに提出してください。

※支給申請には請求者の個人番号確認用書類が必要です。

●　請求期限

　死亡した日の翌日から起算して6か月以内（通常の申請期限とは異なります。）

　詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

（2）不正を行ったとき

　本来は、育児休業給付を受けることができないにもかかわらず、不正な手段により育

児休業給付の支給を受け、または受けようとした場合（実際に受けたか否かを問いませ

ん。）は、不正受給の処分を受けることとなります。

　このような場合、不正受給した金額の３倍の金額を納めなければならず、これらの支

払いを怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合がありますので、支給申請書の

記載内容をよくお確かめのうえ、ご提出をお願いします。

　また、事業主が虚偽の支給申請書等を提出した場合等は、事業主に対して本人と連帯

して処分等を受けることとなります。

６　こんなときは・・・？

－151－



７　支給申請書等の記載例及び通知例について

令和

株式会社ハローワーク
さいたま市大宮区大成町 1-525
048-667-8609

さいたま市大宮区大成町 1-525
株式会社ハローワーク 代表取締役 職安次郎
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７　支給申請書等の記載例及び通知例について

令和

株式会社ハローワーク
さいたま市大宮区大成町 1-525
048-667-8609

さいたま市大宮区大成町 1-525
株式会社ハローワーク 代表取締役 職安次郎

－137－

令和

令和

△△

△△
△△

△△
△△
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育児休業給付受給資格確認表・
　　出生児育児休業給付金支給申請書の記入例

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入して
ください。

1「被保険者番号」 

・被保険者が育児休業を開始した年月日を記入してくだ
さい。

5「育児休業開始年月日」 

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入し
てください。

6「出産年月日」、7「出産予定日」 

・12、16の支給期間において、就業した日数をそれぞ
れ13、17 に記入してください。 

・12、16の支給期間において、就業した時間数をそれ
ぞれ14、18に記入してください（１時間未満の時間
数は切り捨て）。

13、17「就業日数」、 14、18「就業時間」 

・12、16の支給期間中に、支払われた賃金の額を記入
してください。

・「支払われた賃金額」については、127ページを参照
してください。

15、19「支払われた賃金額」 

備考欄に、賃金締切日・支払日、通勤手当について記
入してください。 

「備 考」

・｢名称｣欄には、育児休業給付の払渡しを希望する金融
機関の名称及び店舗名を記入してください。

　｢口座番号、記号番号｣欄には、被保険者本人の名義の
通帳の口座、記号番号を記入してください。

※最近新設された金融機関の店舗や小規模な出張所など
一部の金融機関については、コンピュータに登録され
ていない場合もありますので、ご利用になる場合は、
あらかじめハローワークにご相談ください。

「払渡希望金融機関指定届」 ・被保険者本人が氏名を記載し記入内容について事業主
が証明してください。ただし、申請内容等を事業主等
が被保険者に確認し、合意のもと「記載内容に関する
確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存するこ
とで被保険者氏名の記載を省略することができます。
その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済
み」と記載してください。

「事業所名(所在地・電話番号)、事業主名」、「申請者氏名」 

・被保険者の郵便番号、住所、電話番号を記入してくだ
さい。 

9、10「被保険者の住所」、11「被保険者の電話番号」 

・出生時育児休業期間を記入してください。分割して取
得した場合、16に２回目の出生時育児休業期間を記入
してください。

12、16「支給期間」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。
4「事業所番号」 

・被保険者の個人番号を記入してください。 
8「個人番号」 

適用　花子 テ キ ヨ ウ ハ ナ コ

1 2 3 4  5 6 7 8 9 4 1 8 0 4 0 11 0

1 1 0 1 1 2 3 4 5 6  7 5 1 0 0 3△ △ 5 1 0 1 0△ △

5 1 0 0 3△ △1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1

3 5 9  0 0 0 1

5 △ △ 1 0 0 3 1 0 1 6 3 2 1 2 1 0 0 0

5 △ △ 1 0 1 9 1 0 2 5 1 7 7 0 0 0

所 沢 市 並 木

１ － １ － １

0 4 2 9 9 2 8 6 0 9

テキヨウ　ハナコ

適用 花子

5
末

適用給付信用金庫　西東京
テキヨウキュウフシンヨウキンコ　  ニシトウキョウ

32145678

1 10

1 15

株式会社　ハローワークさいたま市大宮区大成町１ー５２５
株式会社ハローワーク　代表取締役　職安太郎

2 9 6 2 2 9 8

大宮

育児休業給付受給資格確認表・
　　出生児育児休業給付金支給申請書の記入例

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入して
ください。

1「被保険者番号」 

・被保険者が育児休業を開始した年月日を記入してくだ
さい。

5「育児休業開始年月日」 

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入し
てください。

6「出産年月日」、7「出産予定日」 

・12、16の支給期間において、就業した日数をそれぞ
れ13、17 に記入してください。 

・12、16の支給期間において、就業した時間数をそれ
ぞれ14、18に記入してください（１時間未満の時間
数は切り捨て）。

13、17「就業日数」、 14、18「就業時間」 

・12、16の支給期間中に、支払われた賃金の額を記入
してください。

・「支払われた賃金額」については、127ページを参照
してください。

15、19「支払われた賃金額」 

備考欄に、賃金締切日・支払日、通勤手当について記
入してください。 

「備 考」

・｢名称｣欄には、育児休業給付の払渡しを希望する金融
機関の名称及び店舗名を記入してください。

　｢口座番号、記号番号｣欄には、被保険者本人の名義の
通帳の口座、記号番号を記入してください。

※最近新設された金融機関の店舗や小規模な出張所など
一部の金融機関については、コンピュータに登録され
ていない場合もありますので、ご利用になる場合は、
あらかじめハローワークにご相談ください。

「払渡希望金融機関指定届」 ・被保険者本人が氏名を記載し記入内容について事業主
が証明してください。ただし、申請内容等を事業主等
が被保険者に確認し、合意のもと「記載内容に関する
確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存するこ
とで被保険者氏名の記載を省略することができます。
その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済
み」と記載してください。

「事業所名(所在地・電話番号)、事業主名」、「申請者氏名」 

・被保険者の郵便番号、住所、電話番号を記入してくだ
さい。 

9、10「被保険者の住所」、11「被保険者の電話番号」 

・出生時育児休業期間を記入してください。分割して取
得した場合、16に２回目の出生時育児休業期間を記入
してください。

12、16「支給期間」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。
4「事業所番号」 

・被保険者の個人番号を記入してください。 
8「個人番号」 

適用　花子 テ キ ヨ ウ ハ ナ コ

1 2 3 4  5 6 7 8 9 4 1 8 0 4 0 11 0

1 1 0 1 1 2 3 4 5 6  7 5 1 0 0 3△ △ 5 1 0 1 0△ △

5 1 0 0 3△ △1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1

3 5 9  0 0 0 1

5 △ △ 1 0 0 3 1 0 1 6 3 2 1 2 1 0 0 0

5 △ △ 1 0 1 9 1 0 2 5 1 7 7 0 0 0

所 沢 市 並 木

１ － １ － １

0 4 2 9 9 2 8 6 0 9

テキヨウ　ハナコ

適用 花子

5
末

適用給付信用金庫　西東京
テキヨウキュウフシンヨウキンコ　  ニシトウキョウ

32145678

1 10

1 15

株式会社　ハローワークさいたま市大宮区大成町１ー５２５
株式会社ハローワーク　代表取締役　職安太郎

2 9 6 2 2 9 8

大宮

－154－



育児休業給付受給資格確認表・
　　出生児育児休業給付金支給申請書の記入例

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入して
ください。

1「被保険者番号」 

・被保険者が育児休業を開始した年月日を記入してくだ
さい。

5「育児休業開始年月日」 

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入し
てください。

6「出産年月日」、7「出産予定日」 

・12、16の支給期間において、就業した日数をそれぞ
れ13、17 に記入してください。 

・12、16の支給期間において、就業した時間数をそれ
ぞれ14、18に記入してください（１時間未満の時間
数は切り捨て）。

13、17「就業日数」、 14、18「就業時間」 

・12、16の支給期間中に、支払われた賃金の額を記入
してください。

・「支払われた賃金額」については、127ページを参照
してください。

15、19「支払われた賃金額」 

備考欄に、賃金締切日・支払日、通勤手当について記
入してください。 

「備 考」

・｢名称｣欄には、育児休業給付の払渡しを希望する金融
機関の名称及び店舗名を記入してください。

　｢口座番号、記号番号｣欄には、被保険者本人の名義の
通帳の口座、記号番号を記入してください。

※最近新設された金融機関の店舗や小規模な出張所など
一部の金融機関については、コンピュータに登録され
ていない場合もありますので、ご利用になる場合は、
あらかじめハローワークにご相談ください。

「払渡希望金融機関指定届」 ・被保険者本人が氏名を記載し記入内容について事業主
が証明してください。ただし、申請内容等を事業主等
が被保険者に確認し、合意のもと「記載内容に関する
確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存するこ
とで被保険者氏名の記載を省略することができます。
その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済
み」と記載してください。

「事業所名(所在地・電話番号)、事業主名」、「申請者氏名」 

・被保険者の郵便番号、住所、電話番号を記入してくだ
さい。 

9、10「被保険者の住所」、11「被保険者の電話番号」 

・出生時育児休業期間を記入してください。分割して取
得した場合、16に２回目の出生時育児休業期間を記入
してください。

12、16「支給期間」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。
4「事業所番号」 

・被保険者の個人番号を記入してください。 
8「個人番号」 

適用　花子 テ キ ヨ ウ ハ ナ コ

1 2 3 4  5 6 7 8 9 4 1 8 0 4 0 11 0

1 1 0 1 1 2 3 4 5 6  7 5 1 0 0 3△ △ 5 1 0 1 0△ △

5 1 0 0 3△ △1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1

3 5 9  0 0 0 1

5 △ △ 1 0 0 3 1 0 1 6 3 2 1 2 1 0 0 0

5 △ △ 1 0 1 9 1 0 2 5 1 7 7 0 0 0

所 沢 市 並 木

１ － １ － １

0 4 2 9 9 2 8 6 0 9

テキヨウ　ハナコ

適用 花子

5
末

適用給付信用金庫　西東京
テキヨウキュウフシンヨウキンコ　  ニシトウキョウ

32145678

1 10

1 15

株式会社　ハローワークさいたま市大宮区大成町１ー５２５
株式会社ハローワーク　代表取締役　職安太郎

2 9 6 2 2 9 8

大宮

育児休業給付受給資格確認表・
　　出生児育児休業給付金支給申請書の記入例

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入して
ください。

1「被保険者番号」 

・被保険者が育児休業を開始した年月日を記入してくだ
さい。

5「育児休業開始年月日」 

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入し
てください。

6「出産年月日」、7「出産予定日」 

・12、16の支給期間において、就業した日数をそれぞ
れ13、17 に記入してください。 

・12、16の支給期間において、就業した時間数をそれ
ぞれ14、18に記入してください（１時間未満の時間
数は切り捨て）。

13、17「就業日数」、 14、18「就業時間」 

・12、16の支給期間中に、支払われた賃金の額を記入
してください。

・「支払われた賃金額」については、127ページを参照
してください。

15、19「支払われた賃金額」 

備考欄に、賃金締切日・支払日、通勤手当について記
入してください。 

「備 考」

・｢名称｣欄には、育児休業給付の払渡しを希望する金融
機関の名称及び店舗名を記入してください。

　｢口座番号、記号番号｣欄には、被保険者本人の名義の
通帳の口座、記号番号を記入してください。

※最近新設された金融機関の店舗や小規模な出張所など
一部の金融機関については、コンピュータに登録され
ていない場合もありますので、ご利用になる場合は、
あらかじめハローワークにご相談ください。

「払渡希望金融機関指定届」 ・被保険者本人が氏名を記載し記入内容について事業主
が証明してください。ただし、申請内容等を事業主等
が被保険者に確認し、合意のもと「記載内容に関する
確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存するこ
とで被保険者氏名の記載を省略することができます。
その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済
み」と記載してください。

「事業所名(所在地・電話番号)、事業主名」、「申請者氏名」 

・被保険者の郵便番号、住所、電話番号を記入してくだ
さい。 

9、10「被保険者の住所」、11「被保険者の電話番号」 

・出生時育児休業期間を記入してください。分割して取
得した場合、16に２回目の出生時育児休業期間を記入
してください。

12、16「支給期間」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。
4「事業所番号」 

・被保険者の個人番号を記入してください。 
8「個人番号」 

適用　花子 テ キ ヨ ウ ハ ナ コ

1 2 3 4  5 6 7 8 9 4 1 8 0 4 0 11 0

1 1 0 1 1 2 3 4 5 6  7 5 1 0 0 3△ △ 5 1 0 1 0△ △

5 1 0 0 3△ △1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1

3 5 9  0 0 0 1

5 △ △ 1 0 0 3 1 0 1 6 3 2 1 2 1 0 0 0

5 △ △ 1 0 1 9 1 0 2 5 1 7 7 0 0 0

所 沢 市 並 木

１ － １ － １

0 4 2 9 9 2 8 6 0 9

テキヨウ　ハナコ

適用 花子

5
末

適用給付信用金庫　西東京
テキヨウキュウフシンヨウキンコ　  ニシトウキョウ

32145678

1 10

1 15

株式会社　ハローワークさいたま市大宮区大成町１ー５２５
株式会社ハローワーク　代表取締役　職安太郎

2 9 6 2 2 9 8

大宮
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育児休業給付受給資格確認表・（初回）
　　育児休業給付金支給申請書の記入例

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入
してください。

6「出産年月日」、7「出産予定日」

適用　花子 テ キ ヨ ウ ハ ナ コ

0 7 0 6  1 0 2 0 3 4 1 8 0 4 0 10 4

4 9 0 0 9 8 7 6 5 4  3 1 2 0 4 5 1 0 0 8

5 1 0 0 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1

3 5 9

所 沢 市 並 木

１ － １ － １

0 4

3 27

3 27 大宮
テキヨウ　ハナコ

適用 花子

5
末

適用給付信用金庫　西東京
テキヨウキュウフシンヨウキンコ　  ニシトウキョウ

32145678

株式会社　ハローワークさいたま市大宮区大成町１ー５２５
株式会社ハローワーク　代表取締役　職安太郎

2 9 6 2 2 9 8

9「個人番号」

13、17、21「支給単位期間」

25「職場復帰年月日」

11「被保険者の住所」、12「被保険者の電話番号」

14、18、22「就業日数」

15、19、23「就業時間」

16、20、24「支払われた賃金額」

・被保険者の個人番号を記入してください。

｢名称｣欄には、育児休業給付の払渡しを希望する金融

機関の名称及び店舗名を記入してください。

｢口座番号、記号番号｣欄には、被保険者本人の名義の

通帳の口座（記号）番号を記入してください。

※最近新設された金融機関の店舗や小規模な出張所な

ど一部の金融機関については、コンピュータに登録さ

れていない場合もありますので、ご利用になる場合は、

あらかじめハローワークにご相談ください。

5 1 2 0 4 0 1 0 3 3 1 5 0

5 0 1 0 4 0 2 0 3 0 0 1 5 0 0 0

13、17、21 の支給単位期間において就業した日数を記入して
ください。

13、17、21 の支給単位期間中の就業日数が１０日を超える場合、
就業した時間の合計を記入してください。
合計した際に生じた分単位の端数は切り上げて記入してくださ
い。

13、17、21

「支払われた賃金額」については、136 ページを参照してく
ださい。

・被保険者本人が氏名を記載し、記入内容について事業主が

証明してください。ただし、申請内容等を事業主等が被保

険者に確認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申

請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者の

氏名の記載を省略することができます。この場合、申請者

。いさだくてし載記と」み済意同ていつに請申「、はに欄名氏

また、下記の場合についても、必要事項を記入してください。

〇初回の支給申請において前３、４か月分の申請を行う場

合、３、４か月目となる支給単位期間、全日休業日数、支給

された賃金額を備考欄に記入してください。

〇出向元、出向先双方から賃金の支払がある場合は、合計額

を支給申請書に記入し、備考欄に被保険者資格を有さない雇

用関係に基づく賃金額を記入してください。

〇第１子に係る育児休業給付を受給中に第２子を妊娠し、第

２子に係る産前休業を開始した場合は、産前休業開始日を

記入して下さい。

〇日給者、時給者については、賃金日額の算定に必要なた

め、育児休業開始時点の1週間の所定労働時間を記入してく

ださい。

〇期間雇用者について、子が1歳6ヶ月までの間（保育所にお

ける保育の実施が行われない等の理由により、子が１歳６か

月後の期間について育児休業を取得する場合は、１歳６か月後

の休業開始時において２歳までの間）にその労働契約（労働契

約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了する

ことが明らかでない場合は、その旨を記入してください。

例）子の１歳６ヶ月以降契約の更新見込みあり。

・「育児休業給付金支給決定通知書」の「支給期間末日」
前に育児休業を終了して職場に復帰した場合は、その
復帰した日を記入し、復帰日以降の出勤簿等を添付して
ください。

　（例）令和５年４月１日に職場復帰した場合
　　→「5-050401」と記入し、４月１日以降の出勤簿等を
　　　添付してください。
　　※職場復帰をしているにもかかわらず、支給申請を

行ってしまった場合には、支給した給付金につい
て回収となる場合がありますので必ずご確認をお
願いします。

育児休業給付受給資格確認表・（初回）
　　育児休業給付金支給申請書の記入例

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入
してください。

6「出産年月日」、7「出産予定日」

適用　花子 テ キ ヨ ウ ハ ナ コ

0 7 0 6  1 0 2 0 3 4 1 8 0 4 0 10 4

4 9 0 0 9 8 7 6 5 4  3 1 2 0 4 5 1 0 0 8

5 1 0 0 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1

3 5 9

所 沢 市 並 木

１ － １ － １

0 4

3 27

3 27 大宮
テキヨウ　ハナコ

適用 花子

5
末

適用給付信用金庫　西東京
テキヨウキュウフシンヨウキンコ　  ニシトウキョウ

32145678

株式会社　ハローワークさいたま市大宮区大成町１ー５２５
株式会社ハローワーク　代表取締役　職安太郎

2 9 6 2 2 9 8

9「個人番号」

13、17、21「支給単位期間」

25「職場復帰年月日」

11「被保険者の住所」、12「被保険者の電話番号」

14、18、22「就業日数」

15、19、23「就業時間」

16、20、24「支払われた賃金額」

・被保険者の個人番号を記入してください。

｢名称｣欄には、育児休業給付の払渡しを希望する金融

機関の名称及び店舗名を記入してください。

｢口座番号、記号番号｣欄には、被保険者本人の名義の

通帳の口座（記号）番号を記入してください。

※最近新設された金融機関の店舗や小規模な出張所な

ど一部の金融機関については、コンピュータに登録さ

れていない場合もありますので、ご利用になる場合は、

あらかじめハローワークにご相談ください。

5 1 2 0 4 0 1 0 3 3 1 5 0

5 0 1 0 4 0 2 0 3 0 0 1 5 0 0 0

13、17、21 の支給単位期間において就業した日数を記入して
ください。

13、17、21 の支給単位期間中の就業日数が１０日を超える場合、
就業した時間の合計を記入してください。
合計した際に生じた分単位の端数は切り上げて記入してくださ
い。

13、17、21

「支払われた賃金額」については、136 ページを参照してく
ださい。

・被保険者本人が氏名を記載し、記入内容について事業主が

証明してください。ただし、申請内容等を事業主等が被保

険者に確認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申

請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者の

氏名の記載を省略することができます。この場合、申請者

。いさだくてし載記と」み済意同ていつに請申「、はに欄名氏

また、下記の場合についても、必要事項を記入してください。

〇初回の支給申請において前３、４か月分の申請を行う場

合、３、４か月目となる支給単位期間、全日休業日数、支給

された賃金額を備考欄に記入してください。

〇出向元、出向先双方から賃金の支払がある場合は、合計額

を支給申請書に記入し、備考欄に被保険者資格を有さない雇

用関係に基づく賃金額を記入してください。

〇第１子に係る育児休業給付を受給中に第２子を妊娠し、第

２子に係る産前休業を開始した場合は、産前休業開始日を

記入して下さい。

〇日給者、時給者については、賃金日額の算定に必要なた

め、育児休業開始時点の1週間の所定労働時間を記入してく

ださい。

〇期間雇用者について、子が1歳6ヶ月までの間（保育所にお

ける保育の実施が行われない等の理由により、子が１歳６か

月後の期間について育児休業を取得する場合は、１歳６か月後

の休業開始時において２歳までの間）にその労働契約（労働契

約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了する

ことが明らかでない場合は、その旨を記入してください。

例）子の１歳６ヶ月以降契約の更新見込みあり。

・「育児休業給付金支給決定通知書」の「支給期間末日」
前に育児休業を終了して職場に復帰した場合は、その
復帰した日を記入し、復帰日以降の出勤簿等を添付して
ください。

　（例）令和５年４月１日に職場復帰した場合
　　→「5-050401」と記入し、４月１日以降の出勤簿等を
　　　添付してください。
　　※職場復帰をしているにもかかわらず、支給申請を

行ってしまった場合には、支給した給付金につい
て回収となる場合がありますので必ずご確認をお
願いします。

－156－



育児休業給付受給資格確認表・（初回）
　　育児休業給付金支給申請書の記入例

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入
してください。

6「出産年月日」、7「出産予定日」

適用　花子 テ キ ヨ ウ ハ ナ コ

0 7 0 6  1 0 2 0 3 4 1 8 0 4 0 10 4

4 9 0 0 9 8 7 6 5 4  3 1 2 0 4 5 1 0 0 8

5 1 0 0 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1

3 5 9

所 沢 市 並 木

１ － １ － １

0 4

3 27

3 27 大宮
テキヨウ　ハナコ

適用 花子

5
末

適用給付信用金庫　西東京
テキヨウキュウフシンヨウキンコ　  ニシトウキョウ

32145678

株式会社　ハローワークさいたま市大宮区大成町１ー５２５
株式会社ハローワーク　代表取締役　職安太郎

2 9 6 2 2 9 8

9「個人番号」

13、17、21「支給単位期間」

25「職場復帰年月日」

11「被保険者の住所」、12「被保険者の電話番号」

14、18、22「就業日数」

15、19、23「就業時間」

16、20、24「支払われた賃金額」

・被保険者の個人番号を記入してください。

｢名称｣欄には、育児休業給付の払渡しを希望する金融

機関の名称及び店舗名を記入してください。

｢口座番号、記号番号｣欄には、被保険者本人の名義の

通帳の口座（記号）番号を記入してください。

※最近新設された金融機関の店舗や小規模な出張所な

ど一部の金融機関については、コンピュータに登録さ

れていない場合もありますので、ご利用になる場合は、

あらかじめハローワークにご相談ください。

5 1 2 0 4 0 1 0 3 3 1 5 0

5 0 1 0 4 0 2 0 3 0 0 1 5 0 0 0

13、17、21 の支給単位期間において就業した日数を記入して
ください。

13、17、21 の支給単位期間中の就業日数が１０日を超える場合、
就業した時間の合計を記入してください。
合計した際に生じた分単位の端数は切り上げて記入してくださ
い。

13、17、21

「支払われた賃金額」については、136 ページを参照してく
ださい。

・被保険者本人が氏名を記載し、記入内容について事業主が

証明してください。ただし、申請内容等を事業主等が被保

険者に確認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申

請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者の

氏名の記載を省略することができます。この場合、申請者

。いさだくてし載記と」み済意同ていつに請申「、はに欄名氏

また、下記の場合についても、必要事項を記入してください。

〇初回の支給申請において前３、４か月分の申請を行う場

合、３、４か月目となる支給単位期間、全日休業日数、支給

された賃金額を備考欄に記入してください。

〇出向元、出向先双方から賃金の支払がある場合は、合計額

を支給申請書に記入し、備考欄に被保険者資格を有さない雇

用関係に基づく賃金額を記入してください。

〇第１子に係る育児休業給付を受給中に第２子を妊娠し、第

２子に係る産前休業を開始した場合は、産前休業開始日を

記入して下さい。

〇日給者、時給者については、賃金日額の算定に必要なた

め、育児休業開始時点の1週間の所定労働時間を記入してく

ださい。

〇期間雇用者について、子が1歳6ヶ月までの間（保育所にお

ける保育の実施が行われない等の理由により、子が１歳６か

月後の期間について育児休業を取得する場合は、１歳６か月後

の休業開始時において２歳までの間）にその労働契約（労働契

約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了する

ことが明らかでない場合は、その旨を記入してください。

例）子の１歳６ヶ月以降契約の更新見込みあり。

・「育児休業給付金支給決定通知書」の「支給期間末日」
前に育児休業を終了して職場に復帰した場合は、その
復帰した日を記入し、復帰日以降の出勤簿等を添付して
ください。

　（例）令和５年４月１日に職場復帰した場合
　　→「5-050401」と記入し、４月１日以降の出勤簿等を
　　　添付してください。
　　※職場復帰をしているにもかかわらず、支給申請を

行ってしまった場合には、支給した給付金につい
て回収となる場合がありますので必ずご確認をお
願いします。

育児休業給付受給資格確認表・（初回）
　　育児休業給付金支給申請書の記入例

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入
してください。

6「出産年月日」、7「出産予定日」

適用　花子 テ キ ヨ ウ ハ ナ コ

0 7 0 6  1 0 2 0 3 4 1 8 0 4 0 10 4

4 9 0 0 9 8 7 6 5 4  3 1 2 0 4 5 1 0 0 8

5 1 0 0 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1

3 5 9

所 沢 市 並 木

１ － １ － １

0 4

3 27

3 27 大宮
テキヨウ　ハナコ

適用 花子

5
末

適用給付信用金庫　西東京
テキヨウキュウフシンヨウキンコ　  ニシトウキョウ

32145678

株式会社　ハローワークさいたま市大宮区大成町１ー５２５
株式会社ハローワーク　代表取締役　職安太郎

2 9 6 2 2 9 8

9「個人番号」

13、17、21「支給単位期間」

25「職場復帰年月日」

11「被保険者の住所」、12「被保険者の電話番号」

14、18、22「就業日数」

15、19、23「就業時間」

16、20、24「支払われた賃金額」

・被保険者の個人番号を記入してください。

｢名称｣欄には、育児休業給付の払渡しを希望する金融

機関の名称及び店舗名を記入してください。

｢口座番号、記号番号｣欄には、被保険者本人の名義の

通帳の口座（記号）番号を記入してください。

※最近新設された金融機関の店舗や小規模な出張所な

ど一部の金融機関については、コンピュータに登録さ

れていない場合もありますので、ご利用になる場合は、

あらかじめハローワークにご相談ください。

5 1 2 0 4 0 1 0 3 3 1 5 0

5 0 1 0 4 0 2 0 3 0 0 1 5 0 0 0

13、17、21 の支給単位期間において就業した日数を記入して
ください。

13、17、21 の支給単位期間中の就業日数が１０日を超える場合、
就業した時間の合計を記入してください。
合計した際に生じた分単位の端数は切り上げて記入してくださ
い。

13、17、21

「支払われた賃金額」については、136 ページを参照してく
ださい。

・被保険者本人が氏名を記載し、記入内容について事業主が

証明してください。ただし、申請内容等を事業主等が被保

険者に確認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申

請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者の

氏名の記載を省略することができます。この場合、申請者

。いさだくてし載記と」み済意同ていつに請申「、はに欄名氏

また、下記の場合についても、必要事項を記入してください。

〇初回の支給申請において前３、４か月分の申請を行う場

合、３、４か月目となる支給単位期間、全日休業日数、支給

された賃金額を備考欄に記入してください。

〇出向元、出向先双方から賃金の支払がある場合は、合計額

を支給申請書に記入し、備考欄に被保険者資格を有さない雇

用関係に基づく賃金額を記入してください。

〇第１子に係る育児休業給付を受給中に第２子を妊娠し、第

２子に係る産前休業を開始した場合は、産前休業開始日を

記入して下さい。

〇日給者、時給者については、賃金日額の算定に必要なた

め、育児休業開始時点の1週間の所定労働時間を記入してく

ださい。

〇期間雇用者について、子が1歳6ヶ月までの間（保育所にお

ける保育の実施が行われない等の理由により、子が１歳６か

月後の期間について育児休業を取得する場合は、１歳６か月後

の休業開始時において２歳までの間）にその労働契約（労働契

約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了する

ことが明らかでない場合は、その旨を記入してください。

例）子の１歳６ヶ月以降契約の更新見込みあり。

・「育児休業給付金支給決定通知書」の「支給期間末日」
前に育児休業を終了して職場に復帰した場合は、その
復帰した日を記入し、復帰日以降の出勤簿等を添付して
ください。

　（例）令和５年４月１日に職場復帰した場合
　　→「5-050401」と記入し、４月１日以降の出勤簿等を
　　　添付してください。
　　※職場復帰をしているにもかかわらず、支給申請を

行ってしまった場合には、支給した給付金につい
て回収となる場合がありますので必ずご確認をお
願いします。

－157－



育児休業給付金支給申請書

欄に記載した支給対象期間において、就業
した日数を記入してください。

欄の支給単位期間中の就業日数が１０日を超
える場合、就業した時間の合計を記入してください。
合計した際に生じた分単位の端数は切り上げては切り上げて記入し
てください。

欄に記載した支給対象期間において、支払
われた賃金（臨時の賃金、３か月を超える期間ごと
に支払われる賃金を除く）の額を記入してください。
なお、賃金に含まれるか否か判断しかねるものにつ

いては、 欄にその額と名称を記入してください。

－140－

・「育児休業給付金支給決定通知書」の「支給期間末
日」前に育児休業を終了して職場に復帰した場合
は、その復帰した日を記入し、復帰日以降の出勤簿
等を添付してください。

　（例）令和５年４月１日に職場復帰した場合
　→「5-050401」と記入し、職場復帰日以降の出勤簿

等を添付してください。
　※職場復帰をしているにもかかわらず、支給申請を

行ってしまった場合には、支給した給付金につい
て回収となる場合がありますので必ずご確認を
お願いします。

－158－



育児休業給付金支給申請書

欄に記載した支給対象期間において、就業
した日数を記入してください。

欄の支給単位期間中の就業日数が１０日を超
える場合、就業した時間の合計を記入してください。
合計した際に生じた分単位の端数は切り上げては切り上げて記入し
てください。

欄に記載した支給対象期間において、支払
われた賃金（臨時の賃金、３か月を超える期間ごと
に支払われる賃金を除く）の額を記入してください。
なお、賃金に含まれるか否か判断しかねるものにつ

いては、 欄にその額と名称を記入してください。

－140－

・「育児休業給付金支給決定通知書」の「支給期間末
日」前に育児休業を終了して職場に復帰した場合
は、その復帰した日を記入し、復帰日以降の出勤簿
等を添付してください。

　（例）令和５年４月１日に職場復帰した場合
　→「5-050401」と記入し、職場復帰日以降の出勤簿

等を添付してください。
　※職場復帰をしているにもかかわらず、支給申請を

行ってしまった場合には、支給した給付金につい
て回収となる場合がありますので必ずご確認を
お願いします。

Ａ　できません。
　育児休業給付は、育児休業取得後の職場復帰を前提とした給付金です。
　このため、育児休業の当初からすでに離職を予定しているのであれば、育児休業給付
の支給対象とはなりません。また、育児休業の途中で離職を予定した場合も同様です。
　なお、本来は、育児休業給付を受けることができないにもかかわらず、不正な手
段により育児休業給付の支給を受け、または受けようとした場合（実際に受けたか
否かを問いません。）は、不正受給の処分を受けることとなりますので、申請者本
人及び事業所担当者のご理解・ご協力をお願いいたします。

Ａ　されません。（雇用保険法第12条）

Ａ　社会保険料（健康保険、厚生年金）については、育児休業期間中の本人及び事業
　主負担分が免除されます。詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

Ａ　受けることは可能です。
　　本人が申出を行い、これを事業主が認めた育児休業であれば、就業規則の定めの
　有無は問いません。

○　育児休業給付に関するＱ＆Ａ

Ｑ　離職を予定している場合は？
　　今回、当社における従業員が、妊娠・出産のため離職することとなりました。
　　当社では、離職する前に育児休業を取得することができますが、このような場
　合でも、育児休業給付を受けることはできますか。

Ｑ　育児休業開始日とは？
　　育児休業給付における「育児休業開始日」とはいつのことですか。

Ｑ　課税について
　　育児休業給付金は課税されますか？

Ｑ　社会保険料について
　　育児休業給付受給中も社会保険料を納付しなければいけませんか？

Ｑ　育児休業の就業規則を定めていない場合は、育児休業給付を受けることはでき
　ないのでしょうか？

Ａ　女性の場合は産後休業期間（産後８週間）終了後の翌日となります。
　　なお、男性の場合でも育児休業給付を受けることは可能であり、この場合は、
休業開始を申し出た期間の初日（配偶者の出産予定日）から支給対象となります。

－161－－159－



○　育児休業給付に関するＱ＆Ａ

Ｑ　受給資格は？
　　当社で勤務している（期間の定めのない）従業員が、採用後、10か月した時
　点で育児休業を取得することとなりました。雇用保険の加入期間が12か月未満
　となっていますが、育児休業給付は受給できるのでしょうか。

Ａ　第２子に係る受給資格の確認を受けることができれば、第２子に係る育児休業給
　付を受給することは可能です。
　　ただし、第２子に係る産前休業開始日の前日に第１子に係る育児休業が終了する
　こととなるため、第１子に係る育児休業給付についても、第２子に係る産前休業開
　始日の前日までの支給となります。

Ｑ　第２子における育児休業給付は？
　　第１子に係る育児休業給付を受給中に、第２子を妊娠しましたが、この場合の
　育児休業給付の取扱いを教えてください。

Ｑ　受給中の就労について
　　育児休業受給中に、会社から「今は繁忙期のため、３日間でもいいので応援で
　来てもらえないか。」と依頼されました。
　　このような場合でも、育児休業給付は受給できますか。

　受給できる可能性があります。
　育児休業給付は、「育児休業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上（原則、育児休業を開始した日の前２年
間に、賃金支払基礎日数が11日以上必要。12か月ない場合は、完全月で賃金の
支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を１か月として取り扱います。さら
に、この要件を満たさない場合、産前休業開始日等を起算点として、その日の前
２年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上必要。）」ある
ことが支給要件になっており、一定の場合、前に勤務していた会社での被保険者
期間を通算することができるため、支給要件を満たすことができる可能性があり
ます。（P132参照）
　詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

Ａ

　その就労が、臨時・一時的であって、就労後はもとの育児休業に戻ることが明
らかであれば、職場復帰とはせず、休業中の臨時・一時的就労として、支給要件
を満たせば支給対象となります。また、この場合、支給申請時には支給申請書の
「就業日数」「就業時間」「支払われた賃金額」欄への記入を必ず行ってください。
　育児休業中の就業日数及び就労時間の取扱いは出生時育児休業給付金と育児休
業給付金で異なります。出生時育児休業給付金についてはP127、育児休業給付金
についてはP136を参照してください。
　詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。

Ａ
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○　育児休業給付に関するＱ＆Ａ

Ｑ　受給資格は？
　　当社で勤務している（期間の定めのない）従業員が、採用後、10か月した時
　点で育児休業を取得することとなりました。雇用保険の加入期間が12か月未満
　となっていますが、育児休業給付は受給できるのでしょうか。

Ａ　第２子に係る受給資格の確認を受けることができれば、第２子に係る育児休業給
　付を受給することは可能です。
　　ただし、第２子に係る産前休業開始日の前日に第１子に係る育児休業が終了する
　こととなるため、第１子に係る育児休業給付についても、第２子に係る産前休業開
　始日の前日までの支給となります。

Ｑ　第２子における育児休業給付は？
　　第１子に係る育児休業給付を受給中に、第２子を妊娠しましたが、この場合の
　育児休業給付の取扱いを教えてください。

Ｑ　受給中の就労について
　　育児休業受給中に、会社から「今は繁忙期のため、３日間でもいいので応援で
　来てもらえないか。」と依頼されました。
　　このような場合でも、育児休業給付は受給できますか。

　受給できる可能性があります。
　育児休業給付は、「育児休業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上（原則、育児休業を開始した日の前２年
間に、賃金支払基礎日数が11日以上必要。12か月ない場合は、完全月で賃金の
支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を１か月として取り扱います。さら
に、この要件を満たさない場合、産前休業開始日等を起算点として、その日の前
２年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上必要。）」ある
ことが支給要件になっており、一定の場合、前に勤務していた会社での被保険者
期間を通算することができるため、支給要件を満たすことができる可能性があり
ます。（P132参照）
　詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

Ａ

　その就労が、臨時・一時的であって、就労後はもとの育児休業に戻ることが明
らかであれば、職場復帰とはせず、休業中の臨時・一時的就労として、支給要件
を満たせば支給対象となります。また、この場合、支給申請時には支給申請書の
「就業日数」「就業時間」「支払われた賃金額」欄への記入を必ず行ってください。
　育児休業中の就業日数及び就労時間の取扱いは出生時育児休業給付金と育児休
業給付金で異なります。出生時育児休業給付金についてはP127、育児休業給付金
についてはP136を参照してください。
　詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。

Ａ

－162－

○　育児休業給付に関するＱ＆Ａ

Ｑ　育児休業給付の延長は？
　当社では、最大で子が３歳になるまで育児休業を取得することができます。
　従業員から、３年間の育児休業の申し出があり、認めた場合の育児休業給付
は、いつまで受給できるのでしょうか。

Ｑ　受給中に育児休業を取得している企業以外で就労した場合について
育児休業給付受給中に、育児休業を取得している企業以外で単発のアルバイト
（１週間のみの雇用契約）を行いました。このような場合、育児休業給付金の
支給額は減額されますか。また、申請書はどのように書けば良いでしょうか。

　原則として、１歳（一定の場合１歳２か月）の誕生日の前々日までの支給とな
ります。
　ただし、子が１歳（一定の場合１歳２か月）又は１歳６か月を超えてもなお休
業が必要と認められる理由（保育所に入所できなかった等）のために職場復帰で
きない場合には、最大で子が２歳の誕生日の前々日までの延長が可能となりま
す。（P135参照）

Ａ

　育児休業給付金の減額措置は、「育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇
用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において」行われる
ものですので、育児休業を取得している企業以外で短期間・短時間のアルバイト
をしても、育児休業給付が減額されることはありません。
　ただし、支給単位期間における就業していると認められる日数・時間の算定につき
ましては、育児休業を取得している企業以外における就労又は内職・手伝いなどで働
いた日数・時間も算入する必要がありますので、申請書に記入ください。（出生時育児
休業給付金についてはP127、育児休業給付金についてはP136参照）
　詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。

Ａ
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○　育児休業給付に関するＱ＆Ａ

Ｑ　再度の育児休業は？
　当社の従業員のうち、育児休業給付金を初回は３か月受給し職場復帰、２回
目は２か月受給し職場復帰した者が、再度同一の子について育児休業を認めて
欲しいとの相談があり、当社として取得を認めました。
　この場合の同一の子に係る３回目の育児休業について、育児休業給付金を受
けることはできますか。

　育児休業給付金は、以下のような理由を除いて、同一の子について３回目以降
の育児休業の取得の場合は支給することができません。なお、③～⑦は１歳の誕
生日の前々日までに取得するものに限られます。
①　育児休業の終了が他の子の産前産後休業･育児休業を取得したためであっ

て、当該他の子が死亡した場合や養子となったこと等により同居しなく
なった場合

②　育児休業の終了が介護休業を取得したためであって、介護対象家族の死
亡、離婚、婚姻の取り消し、離縁等により対象家族の介護を行わなくなっ
た場合

③　配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ）が死亡
した場合

④　配偶者が負傷、疾病等により子を養育することが困難となった場合
⑤　婚姻の解消等により配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなった場合
⑥　育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害に

より、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合
⑦　育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、

申込を行っているが、当面その実施が行われない場合
⑧　延長事由に該当し、１歳未満の子について２回の育児休業給付金の支給に

係る休業をした後、１歳に達する日後に初めて休業を開始する場合（延長
交替）や①・②による育児休業を取得した場合

⑨　延長事由に該当し、１歳６か月未満の子について２回の育児休業給付金の
支給に係る休業をした後、１歳６か月に達する日後に初めて休業を開始す
る場合（延長交替）や①・②による育児休業を取得した場合

Ａ
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○　育児休業給付に関するＱ＆Ａ

Ｑ　再度の育児休業は？
　当社の従業員のうち、育児休業給付金を初回は３か月受給し職場復帰、２回
目は２か月受給し職場復帰した者が、再度同一の子について育児休業を認めて
欲しいとの相談があり、当社として取得を認めました。
　この場合の同一の子に係る３回目の育児休業について、育児休業給付金を受
けることはできますか。

　育児休業給付金は、以下のような理由を除いて、同一の子について３回目以降
の育児休業の取得の場合は支給することができません。なお、③～⑦は１歳の誕
生日の前々日までに取得するものに限られます。
①　育児休業の終了が他の子の産前産後休業･育児休業を取得したためであっ

て、当該他の子が死亡した場合や養子となったこと等により同居しなく
なった場合

②　育児休業の終了が介護休業を取得したためであって、介護対象家族の死
亡、離婚、婚姻の取り消し、離縁等により対象家族の介護を行わなくなっ
た場合

③　配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ）が死亡
した場合

④　配偶者が負傷、疾病等により子を養育することが困難となった場合
⑤　婚姻の解消等により配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなった場合
⑥　育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害に

より、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合
⑦　育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、

申込を行っているが、当面その実施が行われない場合
⑧　延長事由に該当し、１歳未満の子について２回の育児休業給付金の支給に

係る休業をした後、１歳に達する日後に初めて休業を開始する場合（延長
交替）や①・②による育児休業を取得した場合

⑨　延長事由に該当し、１歳６か月未満の子について２回の育児休業給付金の
支給に係る休業をした後、１歳６か月に達する日後に初めて休業を開始す
る場合（延長交替）や①・②による育児休業を取得した場合

Ａ
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【参考様式】

（出生時）育児休業申出書

殿

［申出日］ 年 月 日

［申出者］所属

氏名

私は、育児・介護休業等に関する規則（第 条及び第 条）に基づき、下記のとおり（出生時）育児休

業の申出をします。

記
 

１ 休業に係る子の

状況
（ ）氏名

（ ）生年月日

（ ）本人との続柄

（ ）養子の場合、縁組成立の年月日 年 月 日

（ ） の子が、特別養子縁組の監護期

間中の子・養子縁組里親に委託され

ている子・養育里親として委託され

た子の場合、その手続きが完了した

年月日

年 月 日

の子が生まれて

いない場合の出産

予定者の状況 

（ ）氏名

（ ）出産予定日

（ ）本人との続柄 

出生時育児休業

休業の期間
年 月 日から 年 月 日まで

（職場復帰予定日 年 月 日）

※出生時育児休業を２回に分割取得する場合は、１回目と２回目を一括で申し出ること

年 月 日から 年 月 日まで

（職場復帰予定日 年 月 日）

申出に係る

状況

（ ）休業開始予定日の 週間前に

申し出て

いる・いない→申出が遅れた理由

〔 〕

（ ） の子について出生時育児休

業をしたことが（休業予定含

む）
 

ない・ある（ 回）
 

（ ） の子について出生時育児休

業の申出を撤回したことが 
ない・ある（ 回）

→２回ある場合又は１回あるかつ上記（ ）が

２回ある場合、再度申出の理由

〔 〕

１歳までの育児休業（パパ・ママ育休プラスの場合は１歳２か月まで）

休業の期間
年 月 日から 年 月 日まで

（職場復帰予定日 年 月 日）
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※１回目と２回目を一括で申し出る場合に記載（２回目を後日申し出ることも可能）

年 月 日から 年 月 日まで

（職場復帰予定日 年 月 日）

申出に係る

状況

（ ）休業開始予定日の か月前に

申し出て

いる・いない→申出が遅れた理由

〔 〕

（ ） の子について育児休業をし

たことが（休業予定含む）
 

ない・ある（ 回）

→ある場合

休業期間： 年 月 日から

年 月 日まで

→２回ある場合、再度休業の理由

〔 〕
 

（ ） の子について育児休業の申

出を撤回したことが 
ない・ある（ 回）

→２回ある場合又は１回あるかつ上記（ ）が

ある場合、再度申出の理由

〔 〕

（ ）配偶者も育児休業をしてお

り、規則第 条第 項に基づき

１歳を超えて休業しようとする

場合（パパ・ママ育休プラス）

配偶者の休業開始（予定）日 
 

年 月 日 

１歳を超える育児休業

 休業の期間
年 月 日から 年 月 日まで

（職場復帰予定日 年 月 日）

申出に係る

状況

（ ）休業開始予定日の 週間前に

申し出て

いる・いない→申出が遅れた理由

〔 〕

（ ） の子について１歳を超える

育児休業をしたことが（休業予

定含む）
 

ない・ある→再度休業の理由

〔 〕

休業期間： 年 月 日から

年 月 日まで 
（ ） の子について１歳を超える

育児休業の申出を撤回したことが
 

ない・ある→再度申出の理由

〔 〕

（ ）休業が必要な理由  

（ ） 歳を超えての育児休業の申

出の場合で申出者が育児休業

中でない場合

配偶者が休業 している・していない 

配偶者の休業（予定）日

年 月 日から

年 月 日まで

（注）上記３、４の休業は原則各２回まで、５の１歳６か月まで及び２歳までの休業は原則各１回です。

申出の撤回１回（一の休業期間）につき、１回休業したものとみなします。

＜提出先＞ 直接提出や郵送のほか、電子メールでの提出も可能です。

○○課 メールアドレス：□□□□＠□□

※申出書に提出先を記載することは義務ではありませんが、提出先及び事業主が電子メール、 、

等の提出を認める場合はその旨を記載するとわかりやすいでしょう。
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※１回目と２回目を一括で申し出る場合に記載（２回目を後日申し出ることも可能）

年 月 日から 年 月 日まで

（職場復帰予定日 年 月 日）

申出に係る

状況

（ ）休業開始予定日の か月前に

申し出て

いる・いない→申出が遅れた理由

〔 〕

（ ） の子について育児休業をし

たことが（休業予定含む）
 

ない・ある（ 回）

→ある場合

休業期間： 年 月 日から

年 月 日まで

→２回ある場合、再度休業の理由

〔 〕
 

（ ） の子について育児休業の申

出を撤回したことが 
ない・ある（ 回）

→２回ある場合又は１回あるかつ上記（ ）が

ある場合、再度申出の理由

〔 〕

（ ）配偶者も育児休業をしてお

り、規則第 条第 項に基づき

１歳を超えて休業しようとする

場合（パパ・ママ育休プラス）

配偶者の休業開始（予定）日 
 

年 月 日 

１歳を超える育児休業

 休業の期間
年 月 日から 年 月 日まで

（職場復帰予定日 年 月 日）

申出に係る

状況

（ ）休業開始予定日の 週間前に

申し出て

いる・いない→申出が遅れた理由

〔 〕

（ ） の子について１歳を超える

育児休業をしたことが（休業予

定含む）
 

ない・ある→再度休業の理由

〔 〕

休業期間： 年 月 日から

年 月 日まで 
（ ） の子について１歳を超える

育児休業の申出を撤回したことが
 

ない・ある→再度申出の理由

〔 〕

（ ）休業が必要な理由  

（ ） 歳を超えての育児休業の申

出の場合で申出者が育児休業

中でない場合

配偶者が休業 している・していない 

配偶者の休業（予定）日

年 月 日から

年 月 日まで

（注）上記３、４の休業は原則各２回まで、５の１歳６か月まで及び２歳までの休業は原則各１回です。

申出の撤回１回（一の休業期間）につき、１回休業したものとみなします。

＜提出先＞ 直接提出や郵送のほか、電子メールでの提出も可能です。

○○課 メールアドレス：□□□□＠□□

※申出書に提出先を記載することは義務ではありませんが、提出先及び事業主が電子メール、 、

等の提出を認める場合はその旨を記載するとわかりやすいでしょう。

 

 

【参考様式】

〔（出生時）育児・介護〕休業取扱通知書

殿

年 月 日

会社名

あなたから 年 月 日に〔（出生時）育児・介護〕休業の〔申出・期間変更の申出・申出

の撤回〕がありました。育児・介護休業等に関する規則（第 条、第 条、第 条、第 条、第 条、第

条、第 条、第 条及び第 条）に基づき、その取扱いを下記のとおり通知します（ただし、期間の変更

の申出及び出生時育児休業中の就業日があった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます。）。

記

（注）上記のうち、１ から までの事項は事業主の義務となっている部分、それ以外の事項は努力義務となって

いる部分です。

休業の期

間等 

適正な申出がされていましたので申出どおり 年 月 日から 年

月 日まで（出生時育児・育児・介護）休業してください。職場復帰予定日は、

年 月 日です。
申し出た期日が遅かったので休業を開始する日を 年 月 日にしてください。

あなたは以下の理由により休業の対象者でないので休業することはできません。

あなたが 年 月 日にした休業申出は撤回されました。

（介護休業の場合のみ）申出に係る対象家族について介護休業ができる日数は通算 日です。今回の

措置により、介護休業ができる残りの回数及び日数は、（ ）回（ ）日になります。

休業期間

中の取扱い

等 

）休業期間中については給与を支払いません。

）所属は 課のままとします。

）・（（出生時）育児休業のうち免除対象者）あなたの社会保険料は免除されます。

・（介護休業の場合等免除対象外）あなたの社会保険料本人負担分は、 月現在で 月約 円で

すが、休業を開始することにより、 月からは給与から天引きができなくなりますので、月ごと

に会社から支払い請求書を送付します。指定された日までに下記へ振り込むか、 に持参し

てください。

振込先：

）税については市区町村より直接納税通知書が届きますので、それに従って支払ってください。

）毎月の給与から天引きされる社内融資返済金がある場合には、支払い猶予の措置を受けることができ

ますので、 に申し出てください。

）職場復帰プログラムを受講できますので、希望の場合は 課に申し出てください

休業後の

労働条件 

）休業後のあなたの基本給は、 級 号 円です。

） 年 月の賞与については算定対象期間に 日の出勤日がありますので、出勤日数により

日割りで計算した額を支給します。

）退職金の算定に当たっては、休業期間を勤務したものとみなして勤続年数を計算します。

）復職後は原則として 課で休業をする前と同じ職務についていただく予定ですが、休業終了 か

月前までに正式に決定し通知します。

）あなたの 年度の有給休暇はあと 日ありますので、これから休業期間を除き 年 月

日までの間に消化してください。

次年度の有給休暇は、今後 日以上欠勤がなければ、繰り越し分を除いて 日の有給休暇を請求

できます。 

その他 ）お子さんを養育しなくなる、家族を介護しなくなる等あなたの休業に重大な変更をもたらす事由が発

生したときは、なるべくその日に 課あて電話連絡をしてください。この場合の休業終了

後の出勤日については、事由発生後 週間以内の日を会社と話し合って決定していただきます。

）休業期間中についても会社の福利厚生施設を利用することができます。
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（参考）産後休業後の育児休業開始日 早見表

 ２月 
(閏年の場合) ４月 ６月 ８月 10 月 12 月  

 5/28 7/28 9/27 11/27 1/27 

 5/29 7/29 9/28 11/28 1/28 

 5/30 7/30 9/29 11/29 1/29 

5/31 7/31 9/30 11/30 1/30 

6/1 8/1 10/1 12/1 1/31 

6/2 8/2 10/2 12/2 2/1 

6/3 8/3 10/3 12/3 2/2 

6/4 8/4 10/4 12/4 2/3 

6/5 8/5 10/5 12/5 2/4 

6/6 8/6 10/6 12/6 2/5 

6/7 8/7 10/7 12/7 2/6 

 6/8 8/8 10/8 12/8 2/7 

 6/9 8/9 10/9 12/9 2/8 

 6/10 8/10 10/10 12/10 2/9 

 6/11 8/11 10/11 12/11 2/10 

 6/12 8/12 10/12 12/12 2/11 

 6/13 8/13 10/13 12/13 2/12 

 6/14 8/14 10/14 12/14 2/13 

 6/15 8/15 10/15 12/15 2/14 

 6/16 8/16 10/16 12/16 2/15 

 6/17 8/17 10/17 12/17 2/16 

 6/18 8/18 10/18 12/18 2/17 

 6/19 8/19 10/19 12/19 2/18 

 6/20 8/20 10/20 12/20 2/19 

 6/21 8/21 10/21 12/21 2/20 

 6/22 8/22 10/22 12/22 2/21 

 6/23 8/23 10/23 12/23 2/22 

 6/24 8/24 10/24 12/24 2/23 

 6/25 8/25 10/25 12/25 2/24 

 6/26 8/26 10/26 12/26 2/25 

   10/27 12/27 2/26 

出産月 

出産日 

出産月 

出産日 

（注）対象となる育児休業には、産後休業（産後８週間）は含まれませんので、出産の日から（出産日を含む） 日
目が育児休業開始日になります。

3/30（3/29）

3/31（3/30）

4/1（3/31）

4/2（4/1） 

4/3（4/2） 

4/4（4/3） 

4/5（4/4） 

4/6（4/5） 

4/7（4/6） 

4/8（4/7） 

4/9（4/8） 

4/10（4/9）

4/11（4/10）

4/12（4/11）

4/13（4/12）

4/14（4/13）

4/15（4/14）

4/16（4/15）

4/17（4/16）

4/18（4/17）

4/19（4/18）

4/20（4/19）

4/21（4/20）

4/22（4/21）

4/23（4/22）

4/24（4/23）

4/25（4/24）

4/26（4/25）

（4/26）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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